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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】光源を直接的に見ることに起因する不快感を在
室者に与えにくくする。
【解決手段】空気通路構造は、空気通路（12）を形成す
る通路部材（11,18,21,22）と、空気処理装置（10）の
運転状態に応じて発光する光源（31,32）とを備える。
光源（31,32）は、通路部材（11,18,21,22）のうち在室
者から見えない一方で空気通路（12）を照らす位置であ
りかつ光源（31,32）が発した光を在室者が視認できる
位置に配置されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　室内へ空気を吹き出す空気処理装置（10,110,210,310,410,440）に設けられる空気通路
構造であって、
　空気通路（12,112,212,360）を形成する通路部材（11,18,21,22,111,121,131,211,230,
231,311）と、
　上記空気処理装置（10,110,210,310,410,440）の運転状態に応じて発光する光源（31,3
2,141,142,241,242,331,332,421～424）とを備え、
　上記光源（31,32,141,142,241,242,331,332,421～424）は、上記通路部材（11,18,21,2
2,111,121,131,211,230,231,311）のうち在室者から見えない一方で上記空気通路（12,11
2,212,360）を照らす位置でありかつ上記光源（31,32,141,142,241,242,331,332,421～42
4）が発した光を在室者が視認できる位置に配置されている
ことを特徴とする空気通路構造。
【請求項２】
　請求項１において、
　上記光源（31,32,141,142,241,242,331,332,421～424）は、室内へ吹き出される空気が
流れる吹出側の空気通路（12,112,212,360）に臨む位置に配置されている
ことを特徴とする空気通路構造。
【請求項３】
　請求項１または２において、
　上記光源（31,32,141,142,241,242,331,332,421～424）は、室内から吸い込まれた空気
が流れる吸込側の空気通路（12,112,212,360）に臨む位置に配置されている
ことを特徴とする空気通路構造。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項において、
　上記光源（31,32,141,142,241,242,331,332,421～424）を覆いかつ上記光源（31,32,14
1,142,241,242,331,332,421～424）が発した光を拡散させる拡散部材（43）が設けられて
いる
ことを特徴とする空気通路構造。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項において、
　上記光源（31,32,141,142,241,242,331,332,421～424）が発した光を反射する反射板（
41,42,151,152,251,252,341,342）が設けられている
ことを特徴とする空気通路構造。
【請求項６】
　請求項５において、
　上記通路部材（11,18,21,22,111,121,131,211,230,231,311）は、吹出空気の風向を調
節するための風向調節羽根（41,42）を有し、
　上記反射板（41,42,151,152,251,252,341,342）は、上記風向調節羽根（41,42）に設け
られている
ことを特徴とする空気通路構造。
【請求項７】
　請求項１～５のいずれか１項において、
　上記通路部材（11,18,21,22,111,121,131,211,230,231,311）は、吹出空気の風向を調
節するための風向調節羽根（41,42）を有し、
　上記光源（31,32,141,142,241,242,331,332,421～424）は、上記風向調節羽根（41,42
）の風上側端部に設けられている
ことを特徴とする空気通路構造。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１項に記載の空気通路構造を備えた空気処理装置。
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【請求項９】
　請求項６または７に記載の空気通路構造と、
　上記風向調節羽根（41,42）をスイング動作させる制御部（50,160,260,350）とを備え
る
ことを特徴とする空気処理装置。
【請求項１０】
　請求項８または９において、
　上記空気通路（12,112,212,360）を流れる空気を熱媒体と熱交換させる熱交換器（16）
を備え、
　上記熱交換器（16）において温度を調節された空気を室内へ吹き出すように構成されて
いる
ことを特徴とする空気処理装置。
【請求項１１】
　請求項８または９において、
　上記空気通路（12,112,212,360）を流れる空気を浄化する浄化器（321～323）を備え、
　上記浄化器（321～323）において浄化された空気を室内へ吹き出すように構成されてい
る
ことを特徴とする空気処理装置。
【請求項１２】
　請求項１～７のいずれか１項に記載の空気通路構造と、上記空気通路（12,112,212,360
）を流れる空気を熱媒体と熱交換させる熱交換器（16）とを有し、上記熱交換器（16）に
おいて温度を調節された空気を室内へ吹き出す第１の空気処理装置（10,110,210,310,410
,440）と、
　請求項１～７のいずれか１項に記載の空気通路構造と、上記空気通路（12,112,212,360
）を流れる空気を浄化する浄化器（321～323）とを有し、上記浄化器（321～323）におい
て浄化された空気を室内へ吹き出す第２の空気処理装置（10,110,210,310,410,440）と、
　上記第１の空気処理装置（10,110,210,310,410,440）が備える上記光源（31,32,141,14
2,241,242,331,332,421～424）の光の色相と、上記第２の空気処理装置（10,110,210,310
,410,440）が備える上記光源（31,32,141,142,241,242,331,332,421～424）の光の色相と
が互いに同じになるように双方の上記光源（31,32,141,142,241,242,331,332,421～424）
を制御する制御部（50,160,260,350）とを備える
ことを特徴とする空気処理システム。
【請求項１３】
　空気を処理する装置本体（111,211）と、
　室内空気を吸い込んで上記装置本体（111,211）に送るための吸込ユニット（121,230）
と、
　上記装置本体（111,211）から送られた供給空気を室内に吹き出すための吹出ユニット
（131,231）とを備え、
　上記吸込ユニット（121,230）および上記吹出ユニット（131,231）の少なくとも一方は
、請求項１～７のいずれか１項に記載の空気通路構造を備える
ことを特徴とする空気処理装置。
【請求項１４】
　請求項１３において、
　上記装置本体（111,211）は、上記吸込ユニット（121,230）から送られた室内空気を室
外へ排出し、かつ室外から吸い込んだ室外空気を上記吹出ユニット（131,231）へ送るよ
うに構成されている
ことを特徴とする空気処理装置。
【請求項１５】
　請求項８または９において、
　上記空気通路（12,112,212,360）における空気流れを発生させるファン（17）を備え、



(4) JP 2020-24083 A 2020.2.13

10

20

30

40

50

　上記光源（31,32,141,142,241,242,331,332,421～424）は、上記通路部材（11,18,21,2
2,111,121,131,211,230,231,311）のうち上記ファン（17）と対向する位置に設けられ、
　上記光源（31,32,141,142,241,242,331,332,421～424）の光が、少なくとも上記ファン
（17）に反射されて在室者に視認されるように構成される
ことを特徴とする空気処理装置。
【請求項１６】
　請求項１５において、
　上記ファン（17）の表面の少なくとも一部は、光を受けて防かび・除菌効果を発揮する
光触媒が設けられる
ことを特徴とする空気処理装置。
【請求項１７】
　請求項８または９において、
　上記光源（31,32,141,142,241,242,331,332,421～424）と、該光源（31,32,141,142,24
1,242,331,332,421～424）に一体化されて上記光源（31,32,141,142,241,242,331,332,42
1～424）の光を案内する案内部材（33）とを有する光源ユニット（30）を備え、
　上記光源ユニット（30）は、上記通路部材（11,18,21,22,111,121,131,211,230,231,31
1）に取り付けられる
ことを特徴とする空気処理装置。
【請求項１８】
　請求項１７において、
　上記光源ユニット（30）は、上記通路部材（11,18,21,22,111,121,131,211,230,231,31
1）の壁面に沿った形状になっている
ことを特徴とする空気処理装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、空気通路構造、空気処理装置、および空気処理システムに関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、吹出空気の風向を変更する風向変更手段と、この風向変更手段に連動して点
灯または点滅する光源とを備え、気流の方向を可視化できる空気処理装置が知られている
（例えば、特許文献１）。ここで、光源は、室内ユニットの本体下部などに設けられてい
て、在室者が視認できるようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平５－４４９８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１の空気処理装置では、在室者が視認できる位置に光源が設け
られているため、点灯または点滅する光源を直接的に見る在室者に対して眩しすぎるなど
の不快感を与えてしまうおそれがあった。
【０００５】
　本開示の目的は、光源を直接的に見ることに起因する不快感を在室者に与えにくくする
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
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　本開示の第１の態様は、室内へ空気を吹き出す空気処理装置（10,110,210,310,410,440
）に設けられる空気通路構造を対象とする。そして、空気通路構造は、空気通路（12,112
,212,360）を形成する通路部材（11,18,21,22,111,121,131,211,230,231,311）と、上記
空気処理装置（10,110,210,310,410,440）の運転状態に応じて発光する光源（31,32,141,
142,241,242,331,332,421～424）とを備える。上記光源（31,32,141,142,241,242,331,33
2,421～424）は、上記通路部材（11,18,21,22,111,121,131,211,230,231,311）のうち在
室者から見えない一方で上記空気通路（12,112,212,360）を照らす位置でありかつ上記光
源（31,32,141,142,241,242,331,332,421～424）が発した光を在室者が視認できる位置に
配置されている。
【０００７】
　第１の態様では、光源（31,32,141,142,241,242,331,332,421～424）を在室者が直接的
に見ることが実質的にないので、在室者に眩しすぎるなどの不快感を与えにくい。一方、
空気処理装置（10,110,210,310,410,440）の運転状態に応じて発光する光源（31,32,141,
142,241,242,331,332,421～424）の光は在室者に見える。なお、本明細書において、「在
室者」の語には、空気通路（12,112,212,360）の内部を意図的に覗く者（例えば、空気処
理装置（10,110,210,310,410,440）の整備・点検を行う者）は含まれない。
【０００８】
　本開示の第２の態様は、上記第１の態様において、上記光源（31,32,141,142,241,242,
331,332,421～424）は、室内へ吹き出される空気が流れる吹出側の空気通路（12,112,212
,360）に臨む位置に配置されていることを特徴とする。
【０００９】
　第２の態様では、吹出側の空気通路（12,112,212,360）に配置された光源（31,32,141,
142,241,242,331,332,421～424）の光により、室内へ吹き出される空気（以下、吹出空気
とも言う。）が照らされる。例えば、冷房運転を行う場合、光源（31,32,141,142,241,24
2,331,332,421～424）を寒色系の色相で光らせる一方、暖房運転を行う場合、光源（31,3
2,141,142,241,242,331,332,421～424）を暖色系の色相で光らせることが考えられる。こ
の場合、冷房運転においては涼しい印象を、暖房運転においては暖かい印象を、それぞれ
在室者に与えることができる。
【００１０】
　本開示の第３の態様は、上記第１または第２の態様において、上記光源（31,32,141,14
2,241,242,331,332,421～424）は、室内から吸い込まれた空気が流れる吸込側の空気通路
（12,112,212,360）に臨む位置に配置されていることを特徴とする。
【００１１】
　第３の態様では、吸込側の空気通路（12,112,212,360）に配置された光源（31,32,141,
142,241,242,331,332,421～424）の光により、空気処理装置（10,110,210,310,410,440）
の運転状態を在室者が認識しやすくなる。例えば、冷房運転を行う場合、光源（31,32,14
1,142,241,242,331,332,421～424）を寒色系の色相で光らせる一方、暖房運転を行う場合
、光源（31,32,141,142,241,242,331,332,421～424）を暖色系の色相で光らせることが考
えられる。この場合、在室者は、寒色系の色相の光を見ることで冷房運転が行われている
ことを、暖色系の色相の光を見ることで暖房運転が行われていることを、それぞれ認識す
ることができる。
【００１２】
　本開示の第４の態様は、上記第１～第３の態様のいずれか１つにおいて、上記光源（31
,32,141,142,241,242,331,332,421～424）を覆いかつ上記光源（31,32,141,142,241,242,
331,332,421～424）が発した光を拡散させる拡散部材（43）が設けられていることを特徴
とする。
【００１３】
　第４の態様では、光源（31,32,141,142,241,242,331,332,421～424）は、拡散部材（43
）によって覆われているため在室者に直接的には見えない。一方、拡散部材（43）によっ
て拡散された光源（31,32,141,142,241,242,331,332,421～424）の光は在室者に見える。
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【００１４】
　本開示の第５の態様は、上記第１～第４の態様のいずれか１つにおいて、上記光源（31
,32,141,142,241,242,331,332,421～424）が発した光を反射する反射板（41,42,151,152,
251,252,341,342）が設けられていることを特徴とする。
【００１５】
　第５の態様では、光源（31,32,141,142,241,242,331,332,421～424）を在室者からより
見えにくい位置に配置したとしても、その光を反射板（41,42,151,152,251,252,341,342
）で反射させて在室者に見せることができる。
【００１６】
　本開示の第６の態様は、上記第５の態様において、上記通路部材（11,18,21,22,111,12
1,131,211,230,231,311）は、吹出空気の風向を調節するための風向調節羽根（41,42）を
有し、上記反射板（41,42,151,152,251,252,341,342）は、上記風向調節羽根（41,42）に
設けられていることを特徴とする。
【００１７】
　第６の態様では、風向調節羽根（41,42）に設けられた反射板（41,42,151,152,251,252
,341,342）で反射された光源（31,32,141,142,241,242,331,332,421～424）の光が在室者
に見える。
【００１８】
　本開示の第７の態様は、上記第１～第５の態様のいずれか１つにおいて、上記通路部材
（11,18,21,22,111,121,131,211,230,231,311）は、吹出空気の風向を調節するための風
向調節羽根（41,42）を有し、上記光源（31,32,141,142,241,242,331,332,421～424）は
、上記風向調節羽根（41,42）の風上側端部に設けられていることを特徴とする。
【００１９】
　第７の態様では、風向調節羽根（41,42）の風上側端部に設けられた光源（31,32,141,1
42,241,242,331,332,421～424）は在室者に直接的には見えない。一方、光源（31,32,141
,142,241,242,331,332,421～424）の光は在室者に見える。
【００２０】
　本開示の第８の態様は、空気処理装置（10,110,210,310,410,440）を対象とする。そし
て、空気処理装置（10,110,210,310,410,440）は、上記第１～第７の態様のいずれか１つ
に係る空気通路構造を備える。
【００２１】
　本開示の第９の態様は、空気処理装置（10,110,210,310,410,440）を対象とする。そし
て、空気処理装置（10,110,210,310,410,440）は、上記第６または第７の態様に係る空気
通路構造と、上記風向調節羽根（41,42）をスイング動作させる制御部（50,160,260,350
）とを備える。
【００２２】
　第９の態様では、風向調節羽根（41,42）のスイング動作によって在室者には光源（31,
32,141,142,241,242,331,332,421～424）の光がゆらいで見える。
【００２３】
　本開示の第１０の態様は、上記第８または第９の態様において、上記空気通路（12,112
,212,360）を流れる空気を熱媒体と熱交換させる熱交換器（16）を備え、上記熱交換器（
16）において温度を調節された空気を室内へ吹き出すように構成されていることを特徴と
する。
【００２４】
　第１０の態様では、空気処理装置（10,110,210,310,410,440）によって室温が調節され
る。
【００２５】
　本開示の第１１の態様は、上記第８または第９の態様において、上記空気通路（12,112
,212,360）を流れる空気を浄化する浄化器（321～323）を備え、上記浄化器（321～323）
において浄化された空気を室内へ吹き出すように構成されていることを特徴とする。
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【００２６】
　第１１の態様では、空気処理装置（10,110,210,310,410,440）によって室内空気が浄化
される。
【００２７】
　本開示の第１２の態様は、空気処理システム（401）を対象とする。そして、空気処理
システム（401）は、上記第１～第７の態様のいずれか１つに係る空気通路構造と、上記
空気通路（12,112,212,360）を流れる空気を熱媒体と熱交換させる熱交換器（16）とを有
し、上記熱交換器（16）において温度を調節された空気を室内へ吹き出す第１の空気処理
装置（10,110,210,310,410,440）と、上記第１～第７の態様のいずれか１つに係る空気通
路構造と、上記空気通路（12,112,212,360）を流れる空気を浄化する浄化器（321～323）
とを有し、上記浄化器（321～323）において浄化された空気を室内へ吹き出す第２の空気
処理装置（10,110,210,310,410,440）と、上記第１の空気処理装置（10,110,210,310,410
,440）が備える上記光源（31,32,141,142,241,242,331,332,421～424）の光の色相と、上
記第２の空気処理装置（10,110,210,310,410,440）が備える上記光源（31,32,141,142,24
1,242,331,332,421～424）の光の色相とが互いに同じになるように双方の上記光源（31,3
2,141,142,241,242,331,332,421～424）を制御する制御部（50,160,260,350）とを備える
。
【００２８】
　第１２の態様では、第１の空気処理装置（10,110,210,310,410,440）によって室温が調
節されると共に、第２の空気処理装置（10,110,210,310,410,440）によって室内空気が浄
化される。そして、第１の空気処理装置（10,110,210,310,410,440）が備える光源（31,3
2,141,142,241,242,331,332,421～424）の光の色相と、第２の空気処理装置（10,110,210
,310,410,440）が備える光源（31,32,141,142,241,242,331,332,421～424）の光の色相と
が互いに同じになるため、当該２つの空気処理装置（10,110,210,310,410,440）を見る在
室者に対して統一感のある美感を起こさせることができる。
【００２９】
　本開示の第１３の態様は、空気処理装置（10,110,210,310,410,440）を対象とする。そ
して、空気処理装置（10,110,210,310,410,440）は、空気を処理する装置本体（111,211
）と、室内空気を吸い込んで上記装置本体（111,211）に送るための吸込ユニット（121,2
30）と、上記装置本体（111,211）から送られた供給空気を室内に吹き出すための吹出ユ
ニット（131,231）とを備え、上記吸込ユニット（121,230）および上記吹出ユニット（13
1,231）の少なくとも一方は、上記第１～第７の態様のいずれか１つに係る空気通路構造
を備える。
【００３０】
　第１３の態様では、室内空気が吸込ユニット（121,230）に吸い込まれる。そして、吸
込ユニット（121,230）に吸い込まれた室内空気は、装置本体（111,211）へ送られる。一
方、装置本体（111,211）から吹出ユニット（131,231）へ供給空気が送られる。そして、
吹出ユニット（131,231）に送られた供給空気は室内へ吹き出される。
【００３１】
　本開示の第１４の態様は、上記第１３の態様において、上記装置本体（111,211）は、
上記吸込ユニット（121,230）から送られた室内空気を室外へ排出し、かつ室外から吸い
込んだ室外空気を上記吹出ユニット（131,231）へ送るように構成されていることを特徴
とする。
【００３２】
　第１４の態様では、空気処理装置（10,110,210,310,410,440）によって室内空間が換気
される。
【００３３】
　本開示の第１５の態様は、上記第８または第９の態様において、上記空気通路（12,112
,212,360）における空気流れを発生させるファン（17）を備え、上記光源（31,32,141,14
2,241,242,331,332,421～424）は、上記通路部材（11,18,21,22,111,121,131,211,230,23
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1,311）のうち上記ファン（17）と対向する位置に設けられ、上記光源（31,32,141,142,2
41,242,331,332,421～424）の光が、少なくとも上記ファン（17）に反射されて在室者に
視認されるように構成されることを特徴とする。
【００３４】
　第１５の態様では、光源（31,32,141,142,241,242,331,332,421～424）の光が、少なく
ともファン（17）に反射されて在室者に視認される。
【００３５】
　本開示の第１６の態様は、上記第１５の態様において、上記ファン（17）の表面の少な
くとも一部は、光を受けて防かび・除菌効果を発揮する光触媒が設けられることを特徴と
する。
【００３６】
　第１６の態様では、光触媒に光源（31,32,141,142,241,242,331,332,421～424）の光が
当たることで、ファン（17）の表面の少なくとも一部において、かびや菌が繁殖すること
が抑止される。
【００３７】
　本開示の第１７の態様は、上記第８または第９の態様において、上記光源（31,32,141,
142,241,242,331,332,421～424）と、該光源（31,32,141,142,241,242,331,332,421～424
）に一体化されて上記光源（31,32,141,142,241,242,331,332,421～424）の光を案内する
案内部材（33）とを有する光源ユニット（30）を備え、上記光源ユニット（30）は、上記
通路部材（11,18,21,22,111,121,131,211,230,231,311）に取り付けられることを特徴と
する。
【００３８】
　第１７の態様では、通路部材（11,18,21,22,111,121,131,211,230,231,311）に光源ユ
ニット（30）を取り付けることで、空気処理装置（10,110,210,310,410,440）に光源（31
,32,141,142,241,242,331,332,421～424）を取り付けることができる。光源（31,32,141,
142,241,242,331,332,421～424）の光は、案内部材（33）に案内されて在室者に視認され
る。
【００３９】
　本開示の第１８の態様は、上記第１７の態様において、上記光源ユニット（30）は、上
記通路部材（11,18,21,22,111,121,131,211,230,231,311）の壁面に沿った形状になって
いることを特徴とする。
【００４０】
　第１８の態様では、光源ユニット（30）によって空気通路（12,112,212,360）における
空気の流れが妨げられるのを抑止できる。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】図１は、実施形態１の空気処理装置（空気調和装置）の概略断面図である。
【図２】図２は、主吹出口における第１光源が発する光の輝度分布を示すグラフである。
【図３】図３は、実施形態１の変形例１の空気処理装置（空気調和装置）の概略断面図で
ある。
【図４】図４は、実施形態１の変形例２の空気処理装置（空気調和装置）の概略断面図で
ある。
【図５】図５は、実施形態１の変形例３の空気処理装置（空気調和装置）の概略断面図で
ある。
【図６】図６は、実施形態２の空気処理装置（空気調和装置）の概略断面図である。
【図７】図７は、実施形態３の空気処理装置（空気調和装置）の概略断面図である。
【図８】図８は、実施形態４の空気処理装置（空気調和装置）の概略構成図である。
【図９】図９は、実施形態４の吸込ユニットの断面図である。
【図１０】図１０は、実施形態４の吹出ユニットの断面図である。
【図１１】図１１は、実施形態５の空気処理装置（換気装置）の概略構成図である。
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【図１２】図１２は、実施形態６の空気処理装置（空気清浄機）を側方から見た概略断面
図である。
【図１３】図１３は、実施形態６の空気処理装置（空気清浄機）を上方から見た概略断面
図である。
【図１４】図１４は、実施形態７の空気処理システムの概略構成図である。
【図１５】図１５は、実施形態７における、空気調和装置の運転モードと、空気調和装置
および空気清浄機のそれぞれの光源が発する光の色相との関係を示す表である。
【図１６】図１６は、実施形態８の空気処理装置（空気調和装置）の概略断面図である。
【図１７】図１７は、実施形態９の空気処理装置（空気調和装置）の概略断面図である。
【図１８】図１８は、実施形態９の変形例の空気処理装置（空気調和装置）の概略断面図
である。
【発明を実施するための形態】
【００４２】
　《実施形態１》
　実施形態１について説明する。本実施形態の空気処理装置（10）は、冷却または加熱し
た空気を室内に吹き出す空気調和装置の室内ユニット（10）として構成されている。
【００４３】
　図１は、本実施形態の空気調和装置の室内ユニット（10）の構成を概略的に示す断面図
である。室内ユニット（10）は、室外ユニット（図示せず）と共に冷凍サイクルを行う冷
媒回路を構成している。図１に示すように、室内ユニット（10）は、壁掛型の室内ユニッ
トであって、ケーシング（11）と、熱交換器（16）と、ファン（17）と、ドレンパン（18
）と、フィルタ（19）と、第１および第２風向調節羽根（21,22）と、第1および第２光源
（31,32）と、反射板（41）と、制御部（50）とを備える。ケーシング（11）、ドレンパ
ン（18）、ならびに第１および第２風向調節羽根（21,22）は、空気通路（12）を形成す
る通路部材を構成している。
【００４４】
　ケーシング（11）は、図１において紙面直交方向に延びる概ね細長い中空直方体状に形
成されている。ケーシング（11）の内部には、空気が流れる空気通路（12）が形成されて
いる。空気通路（12）は、空気を吸い込むための吸込通路（13）（すなわち、室内から吸
い込まれた空気が流れる吸込側の空気通路（12））と、空気を吹き出すための吹出通路（
14）（すなわち、室内へ吹き出される空気が流れる吹出側の空気通路（12））とを含む。
ここで、吸込通路（13）は、空気通路（12）のうち熱交換器（16）よりも上流側の部分で
ある。一方、吹出通路（14）は、空気通路（12）のうち熱交換器（16）よりも下流側の部
分であり、その風下端部は、主吹出口（14a）および副吹出口（14b）になっている。主吹
出口（14a）は、副吹出口（14b）よりも開口面積が大きく、そのため、室内ユニット（10
）から吹き出される空気のうち半分以上が主吹出口（14a）を介して室内へ吹き出される
。
【００４５】
　熱交換器（16）は、空気通路（12）に配置されている。熱交換器（16）は、冷媒回路を
流れる冷媒と空気通路（12）を流れる空気とを熱交換させるように構成されている。熱交
換器（16）は、この例では３つ設けられているが、その数はこれに限定されない。
【００４６】
　ファン（17）は、例えばクロスフローファンである。ファン（17）は、吹出通路（14）
に配置されている。ファン（17）は、回転することで空気通路（12）における空気流れを
作り出すように構成されている。この例では、ファン（17）は、概ね上方から下方に向か
う空気流れを作り出す。
【００４７】
　ドレンパン（18）は、熱交換器（16）の下方に配置されている。ドレンパン（18）は、
熱交換器（16）で空気中の水分が結露することで生じるドレン水を受けるように構成され
ている。
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【００４８】
　フィルタ（19）は、吸込通路（13）に配置されている。フィルタ（19）は、ケーシング
（11）内に吸い込まれた空気中の塵埃などを除去するように構成されている。
【００４９】
　第１風向調節羽根（21）は、吹出通路（14）に配置されている。第１風向調節羽根（21
）は、上下方向に延びる複数の板状部材によって構成されている。第１風向調節羽根（21
）は、吹出空気の風向を水平方向において調節するように構成されている。
【００５０】
　第２風向調節羽根（22）は、吹出通路（14）のうち第１風向調節羽根（21）の下流に配
置されている。第２風向調節羽根（22）は、水平方向（図１における紙面直交方向）に延
びる板状部材によって構成されている。第２風向調節羽根（22）は、吹出空気の風向を上
下方向において調節するように構成されている。
【００５１】
　第１光源（31）は、例えばＬＥＤ（Light Emitting Diode）で構成されている。第１光
源（31）は、空気通路（12）のうち在室者から見えない一方で当該空気通路（12）を照ら
す位置でありかつ第１光源（31）の光を在室者が視認できる位置に配置されている。ケー
シング（11）内における第１光源（31）の位置は、在室者から見えない位置であり、第１
光源（31）が空気通路（12）を照らす位置であり、さらには、第１光源（31）の光を在室
者が視認できる位置である。具体的に、第１光源（31）は、吹出通路（14）において、ド
レンパン（18）の壁側端部（図１における右側端部）の上部に配置されている。第１光源
（31）は、ケーシング（11）の長手方向（図１における紙面直交方向）において、主吹出
口（14a）が存在する範囲の全体にわたって並んで複数配置されている。第１光源（31）
は、室内ユニット（10）の運転状態に応じて発光するように構成されている。第１光源（
31）は、例えば、室内ユニット（10）が暖房運転を行う場合には暖色系の色で発光する一
方、室内ユニット（10）が冷房運転を行う場合には寒色系の色で発光してもよい。第１光
源（31）の光は、主吹出口（14a）から漏れ出してまたは反射板（41）に反射されて在室
者に視認される。第１光源（31）の光は、主吹出口（14a）を介して在室者に視認される
一方、副吹出口（14b）を介して在室者に視認されることはない。
【００５２】
　第２光源（32）は、例えばＬＥＤで構成されている。第２光源（32）は、空気通路（12
）のうち在室者から見えない一方で当該空気通路（12）を照らす位置でありかつ第２光源
（32）の光を在室者が視認できる位置に配置されている。ケーシング（11）内における第
２光源（32）の位置は、在室者から見えない位置であり、第２光源（32）が空気通路（12
）を照らす位置であり、さらには、第２光源（32）の光を在室者が視認できる位置である
。具体的に、第２光源（32）は、吸込通路（13）において、フィルタ（19）の上方に配置
されている。第２光源（32）は、ケーシング（11）の長手方向において、吸込口（図示せ
ず）が存在する範囲の全体にわたって並んで複数配置されている。第２光源（32）は、室
内ユニット（10）の運転状態に応じて発光するように構成されている。第２光源（32）は
、例えば、室内ユニット（10）が暖房運転を行う場合には暖色系の色で発光する一方、室
内ユニット（10）が冷房運転を行う場合には寒色系の色で発光してもよい。第２光源（32
）の光は、吸込口から漏れ出して在室者に視認される。
【００５３】
　反射板（41）は、吹出通路（14）において、ケーシング（11）の壁側内面に沿って配置
された板状の部材である。この例では、反射板（41）は、在室者が視認できる位置に配置
されている。反射板（41）は、ケーシング（11）の長手方向（図１における紙面直交方向
）のほぼ全長にわたって延びている。反射板（41）は、第１光源（31）の光を反射して室
内空間に導くように構成されている。
【００５４】
　制御部（50）は、例えば、マイクロプロセッサと、コンピュータプログラムが記録され
たメモリデバイス（具体的には半導体メモリ）とで構成されている。制御部（50）は、室
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内ユニット（10）の各構成要素（例えば、ファン（17）、ならびに第１および第２風向調
節羽根（21,22）など）の動作を制御する。制御部（50）は、第１および第２風向調節羽
根（21,22）の少なくとも一方を必要に応じてスイング動作させるように構成されている
。
【００５５】
　　－主吹出口における輝度分布－
　図２は、主吹出口（14a）における第１光源（31）が発する光の輝度分布を示すグラフ
であり、縦軸が輝度を示し、横軸が主吹出口（14a）における長手方向位置（０～ｌ）を
示している。ここで、輝度の値は、主吹出口（14a）の幅方向（すなわち、長手方向と直
交する方向）における輝度の平均値である。また、輝度は、主吹出口（14a）から１ｍ離
れた位置において、水平面と４５°の角度をなす方向から測定するものとする。同図に示
すように、主吹出口（14a）では、長手方向の中央部において輝度が高く、そこから長手
方向の両端部に向かうにつれて徐々に輝度が低くなっている。
【００５６】
　本実施形態では、主吹出口（14a）は、その長手方向の全体にわたって、第１光源（31
）により略一定の明るさで光るように構成されている。具体的に、主吹出口（14a）は、
その長手方向の中央部の７０％の面積（図２のグラフの横軸において、主吹出口（14a）
の長手方向中心から左右に３５％ずつ広がる範囲）における光度（輝度を面積分したもの
であり、図２に斜線を付して示す）が、主吹出口（14a）全体の光度の７５％以上、好ま
しくは８０％以上、より好ましくは８５％以上を占める。このような輝度分布によると、
在室者にとって、主吹出口（14a）の全体が略一定の明るさで光っているように見える。
これにより、在室者に対して、空気調和装置の室内ユニット（10）の運転状態等をより明
確に知らせることができる。
【００５７】
　　－実施形態１の効果－
　本実施形態の室内ユニット（10）が備える空気通路構造は、空気通路（12）を形成する
ケーシング（11）、ドレンパン（18）、および第１風向調節羽根（21）と、上記室内ユニ
ット（10）の運転状態に応じて発光する第１および第２光源（31,32）とを備える。上記
第１および第２光源（31,32）は、上記ケーシング（11）、上記ドレンパン（18）、およ
び上記第１風向調節羽根（21）のうち在室者から見えない一方で上記空気通路（12）を照
らす位置でありかつ上記第１および第２光源（31,32）が発した光を在室者が視認できる
位置に配置されている。したがって、第１および第２光源（31,32）を在室者が直接的に
見ることが実質的にないので、在室者に眩しすぎるなどの不快感を与えにくい。一方、室
内ユニット（10）の運転状態に応じて発光する第１および第２光源（31,32）の光は在室
者に見える。
【００５８】
　また、本実施形態の室内ユニット（10）が備える空気通路構造は、上記第１光源（31）
が、室内へ吹き出される空気が流れる吹出通路（14）に臨む位置に配置されている。した
がって、吹出通路（14）に配置された第１光源（31）の光により、室内へ吹出空気が照ら
される。例えば、冷房運転を行う場合、第１光源（31）を寒色系の色相で光らせる一方、
暖房運転を行う場合、第１光源（31）を暖色系の色相で光らせることが考えられる。この
場合、冷房運転においては涼しい印象を、暖房運転においては暖かい印象を、それぞれ在
室者に与えることができる。
【００５９】
　また、本実施形態の室内ユニット（10）が備える空気通路構造は、上記第２光源（32）
が、室内から吸い込まれた空気が流れる吸込通路（13）に臨む位置に配置されている。し
たがって、吸込通路（13）に配置された第２光源（32）の光により、室内ユニット（10）
の運転状態を在室者が認識しやすくなる。例えば、冷房運転を行う場合、第２光源（32）
を寒色系の色相で光らせる一方、暖房運転を行う場合、第２光源（32）を暖色系の色相で
光らせることが考えられる。この場合、在室者は、寒色系の色相の光を見ることで冷房運
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転が行われていることを、暖色系の色相の光を見ることで暖房運転が行われていることを
、それぞれ認識することができる。
【００６０】
　また、本実施形態の室内ユニット（10）が備える空気通路構造は、上記第１光源（31）
の光を反射する反射板（41）を備える。したがって、ドレンパン（18）の裏側という在室
者から特に見えにくい位置に第１光源（31）を配置したとしても、その光を反射板（41）
で反射させて在室者に見せることができる。
【００６１】
　また、本実施形態の室内ユニット（10）は、第１および第２風向調節羽根（21,22）の
少なくとも一方をスイング動作させる制御部（50）を備える。したがって、第１および第
２風向調節羽根（21,22）の少なくとも一方のスイング動作によって在室者には第１光源
（31）の光がゆらいで見え、これにより在室者にリラックス感を与えることができる。
【００６２】
　また、本実施形態の室内ユニット（10）は、上記空気通路（12）を流れる空気を冷媒と
熱交換させる熱交換器（16）を備え、上記熱交換器（16）において温度を調節された空気
を室内へ吹き出すように構成されている。したがって、室内ユニット（10）によって室温
が調節される。
【００６３】
　また、本実施形態の室内ユニット（10）は、第１および第２光源（31,32）が、ケーシ
ング（11）の長手方向において、主吹出口（14a）および吸込口が存在する範囲の全体に
わたって並んで複数配置されている。したがって、主吹出口（14a）および吸込口の全体
にわたって第１および第２光源（31,32）の光が見え、空気調和装置の運転状態を在室者
に対して効果的に強調することができる。
【００６４】
　　－実施形態１の変形例１－
　実施形態１の変形例１について図３を参照して説明する。
【００６５】
　図３は、本変形例の空気調和装置の室内ユニット（10）の構成を概略的に示す断面図で
ある。同図に示すように、本変形例の室内ユニット（10）は、第１光源（31）が、第１風
向調節羽根（21）の風上側端部に設けられている。すなわち、第１光源（31）は、在室者
から見て第１風向調節羽根（21）の裏側面（背面）に設けられている。したがって、第１
光源（31）は、第１風向調節羽根（21）の前側部に隠れて在室者に直接的には見えないが
、第１光源（31）の光は、主吹出口（14a）から漏れ出してまたは反射板（41）に反射さ
れて在室者に視認される。なお、第１光源（31）は、全ての第１風向調節羽根（21）の風
上側端部に設けられていてもよいし、一部の第１風向調節羽根（21）の風上側端部に設け
られていてもよい。
【００６６】
　その他の構成は、上記実施形態１と同様であり、したがって本変形例においても上記実
施形態１と同様の効果が得られる。
【００６７】
　また、本変形例の室内ユニット（10）が備える空気通路構造は、上記通路部材（11,18,
21,22）が、吹出空気の風向を調節するための第１風向調節羽根（21）を有し、上記第１
光源（31）は、上記第１風向調節羽根（21）の風上側端部に設けられている。したがって
、第１風向調節羽根（21）の風上側端部に設けられた第１光源（31）は在室者に直接的に
は見えない。一方、第１光源（31）の光は在室者に見える。
【００６８】
　　－実施形態１の変形例２－
　実施形態１の変形例２について図４を参照して説明する。
【００６９】
　図４は、本変形例の空気調和装置の室内ユニット（10）の構成を概略的に示す断面図で
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ある。同図に示すように、本変形例の室内ユニット（10）は、ケーシング（11）の壁側内
面に、ケーシング（11）の長手方向に延びる凹溝（15）が形成されている。第１光源（31
）は、凹溝（15）内の全体にわたって並んで複数配置されている。そして、室内ユニット
（10）は、凹溝（15）の開口部を覆うと共に第１光源（31）を覆い、かつ第１光源（31）
の光を拡散させる拡散板（43）を備える。拡散板（43）は、拡散部材を構成している。し
たがって、第１光源（31）は、拡散板（43）によって覆われているため在室者に直接的に
は見えない。一方、拡散板（43）によって拡散された第１光源（31）の光は在室者に見え
る。
【００７０】
　その他の構成は、上記実施形態１と同様であり、したがって本変形例においても上記実
施形態１と同様の効果が得られる。
【００７１】
　また、本変形例の室内ユニット（10）が備える空気通路構造は、上記第１光源（31）を
覆いかつ上記第１光源（31）が発した光を拡散させる拡散板（43）が設けられている。し
たがって、第１光源（31）は、拡散板（43）によって覆われているため在室者に直接的に
は見えない。一方、拡散板（43）によって拡散された第１光源（31）の光は在室者に見え
る。
【００７２】
　　－実施形態１の変形例３－
　実施形態１の変形例３について図５を参照して説明する。
【００７３】
　図５は、本変形例の空気調和装置の室内ユニット（10）の構成を概略的に示す断面図で
ある。同図に示すように、本変形例の室内ユニット（10）は、第２風向調節羽根（22）の
上面に反射板（41）が設けられている。したがって、第２風向調節羽根（22）に設けられ
た反射板（41）で反射された第１光源（31）の光が在室者に見える。
【００７４】
　その他の構成は、上記実施形態１と同様であり、したがって本変形例においても上記実
施形態１と同様の効果が得られる。
【００７５】
　また、本変形例の室内ユニット（10）が備える空気通路構造は、上記通路部材（11,18,
21,22）が、吹出空気の風向を調節するための第２風向調節羽根（22）を有し、上記反射
板（41）は、上記第２風向調節羽根（22）に設けられている。したがって、第２風向調節
羽根（22）に設けられた反射板（41）で反射された第１光源（31）の光が在室者に見える
。
【００７６】
　《実施形態２》
　実施形態２について説明する。本実施形態の空気処理装置（10）は、冷却または加熱し
た空気を室内に吹き出す空気調和装置の室内ユニット（10）として構成されている。
【００７７】
　図６は、本実施形態の空気調和装置の室内ユニット（10）の構成を概略的に示す断面図
である。室内ユニット（10）は、室外ユニット（図示せず）と共に冷凍サイクルを行う冷
媒回路を構成している。図６に示すように、室内ユニット（10）は、天井設置型（より具
体的には、天井埋込型）の室内ユニットであって、ケーシング（11）と、熱交換器（16）
と、ファン（17）と、ドレンパン（18）と、フィルタ（19）と、風向調節羽根（21）と、
第１および第２光源（31,32）と、第１および第２反射板（41,42）と、制御部（50）とを
備える。ケーシング（11）および風向調節羽根（21）は、空気通路（12）を形成する通路
部材を構成している。
【００７８】
　ケーシング（11）は、図６に示すように、概ね中空直方体状に形成されている。ケーシ
ング（11）は、天井（60）に埋め込まれている。ケーシング（11）の内部には、空気が流
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れる空気通路（12）が形成されている。空気通路（12）は、空気を吸い込むための吸込通
路（13）と、空気を吹き出すための吹出通路（14）とを含む。ここで、吸込通路（13）は
、空気通路（12）のうち熱交換器（16）よりも上流側の部分であり、その風上端部は吸込
口（13a）になっている。一方、吹出通路（14）は、空気通路（12）のうち熱交換器（16
）よりも下流側の部分であり、その風下端部は吹出口（14a）になっている。
【００７９】
　熱交換器（16）は、空気通路（12）に配置されている。熱交換器（16）は、冷媒回路を
流れる冷媒と空気通路（12）を流れる空気とを熱交換させるように構成されている。熱交
換器（16）は、この例では１つ設けられているが、その数はこれに限定されない。
【００８０】
　ファン（17）は、吸込通路（13）に配置されている。ファン（17）は、例えばターボフ
ァンである。ファン（17）は、回転することで空気通路（12）における空気流れを作り出
すように構成されている。この例では、ファン（17）は、概ねケーシング（11）の中央部
から外周部へ向かう空気流れを作り出す。
【００８１】
　ドレンパン（18）は、熱交換器（16）の下方に配置されている。ドレンパン（18）は、
熱交換器（16）で空気中の水分が結露することで生じるドレン水を受けるように構成され
ている。
【００８２】
　フィルタ（19）は、吸込通路（13）に配置されている。フィルタ（19）は、ケーシング
（11）内に吸い込まれた空気中の塵埃などを除去するように構成されている。
【００８３】
　風向調節羽根（21）は、吹出通路（14）に配置されている。風向調節羽根（21）は、水
平方向に延びる板状部材によって構成されている。風向調節羽根（21）は、吹出空気の風
向を上下方向において調節するように構成されている。
【００８４】
　第１光源（31）は、例えばＬＥＤで構成されている。第１光源（31）は、空気通路（12
）のうち在室者から見えない一方で当該空気通路（12）を照らす位置でありかつ第１光源
（31）の光を在室者が視認できる位置に配置されている。ケーシング（11）内における第
１光源（31）の位置は、在室者から見えない位置であり、第１光源（31）が空気通路（12
）を照らす位置であり、さらには、第１光源（31）の光を在室者が視認できる位置である
。具体的に、第１光源（31）は、吹出通路（14）において、ケーシング（11）の吹出口（
14a）近傍の内面に配置されている。第１光源（31）は、ケーシング（11）の周方向にお
いて、吹出口（14a）が存在する範囲の全体にわたって並んで複数配置されている。第１
光源（31）は、室内ユニット（10）の運転状態に応じて発光するように構成されている。
第１光源（31）は、例えば、室内ユニット（10）が暖房運転を行う場合には暖色系の色で
発光する一方、室内ユニット（10）が冷房運転を行う場合には寒色系の色で発光してもよ
い。第１光源（31）の光は、吹出口（14a）から漏れ出してまたは第１反射板（41）に反
射されて在室者に視認される。
【００８５】
　第２光源（32）は、例えばＬＥＤで構成されている。第２光源（32）は、空気通路（12
）のうち在室者から見えない一方で当該空気通路（12）を照らす位置でありかつ第２光源
（32）の光を在室者が視認できる位置に配置されている。ケーシング（11）内における第
２光源（32）の位置は、在室者から見えない位置であり、第２光源（32）が空気通路（12
）を照らす位置であり、さらには、第２光源（32）の光を在室者が視認できる位置である
。具体的に、第２光源（32）は、吸込通路（13）において、ケーシング（11）の吸込口（
13a）近傍の内面に配置されている。第２光源（32）は、ケーシング（11）の周方向にお
いて、吸込口（13a）が存在する範囲の全体にわたって並んで複数配置されている。第２
光源（32）は、空気調和装置の運転状態に応じて発光するように構成されている。第２光
源（32）は、例えば、室内ユニット（10）が暖房運転を行う場合には暖色系の色で発光す



(15) JP 2020-24083 A 2020.2.13

10

20

30

40

50

る一方、空気調和装置が冷房運転を行う場合には寒色系の色で発光してもよい。第２光源
（32）の光は、吸込口（13a）から漏れ出してまたは第２反射板（42）に反射されて在室
者に視認される。
【００８６】
　第１反射板（41）は、吹出通路（14）において、ケーシング（11）の中心側の壁面に沿
って配置された板状の部材である。この例では、第１反射板（41）は、在室者が視認でき
る位置に配置されている。第１反射板（41）は、ケーシング（11）の周方向に延びている
。第１反射板（41）は、第１光源（31）の光を反射して室内空間に導くように構成されて
いる。
【００８７】
　第２反射板（42）は、吸込通路（13）において、ケーシング（11）の外周側の壁面に沿
って配置された板状の部材である。この例では、第２反射板（42）は、在室者が視認でき
る位置に配置されている。第２反射板（42）は、ケーシング（11）の周方向に延びている
。第２反射板（42）は、第２光源（32）の光を反射して室内空間に導くように構成されて
いる。
【００８８】
　制御部（50）は、例えば、マイクロプロセッサと、コンピュータプログラムが記録され
たメモリデバイス（具体的には半導体メモリ）とで構成されている。制御部（50）は、室
内ユニット（10）の各構成要素（例えば、ファン（17）、ならびに風向調節羽根（21）な
ど）の動作を制御する。制御部（50）は、風向調節羽根（21）を必要に応じてスイング動
作させるように構成されている。
【００８９】
　　－実施形態２の効果－
　本実施形態の室内ユニット（10）によっても、上記実施形態１と同様の効果を得ること
ができる。
【００９０】
　《実施形態３》
　実施形態３について説明する。本実施形態の空気処理装置（10）は、冷却または加熱し
た空気を室内に吹き出す空気調和装置の室内ユニット（10）として構成されている。
【００９１】
　図７は、本実施形態の空気調和装置の室内ユニット（10）の構成を概略的に示す断面図
である。室内ユニット（10）は、室外ユニット（図示せず）と共に冷凍サイクルを行う冷
媒回路を構成している。図７に示すように、室内ユニット（10）は、天井設置型（より具
体的には、天井吊下げ型）の室内ユニットであって、ケーシング（11）と、熱交換器（16
）と、ファン（17）と、第１および第２風向調節羽根（21,22）と、光源（31）と、反射
板（41）と、制御部（50）とを備える。ケーシング（11）ならびに第１および第２風向調
節羽根（21,22）は、空気通路（12）を形成する通路部材を構成している。
【００９２】
　ケーシング（11）は、図７に示すように、概ね中空直方体状に形成されている。ケーシ
ング（11）は、天井（60）に吊り下げられている。ケーシング（11）の内部には、空気が
流れる空気通路（12）が形成されている。空気通路（12）は、空気を吸い込むための吸込
通路（13）と、空気を吹き出すための吹出通路（14）とを含む。ここで、吸込通路（13）
は、空気通路（12）のうち熱交換器（16）よりも上流側の部分であり、その風上端部は吸
込口（13a）になっている。一方、吹出通路（14）は、空気通路（12）のうち熱交換器（1
6）よりも下流側の部分であり、その風下端部は吹出口（14a）になっている。
【００９３】
　熱交換器（16）は、空気通路（12）に配置されている。熱交換器（16）は、冷媒回路を
流れる冷媒と空気通路（12）を流れる空気とを熱交換させるように構成されている。熱交
換器（16）は、この例では１つ設けられているが、その数はこれに限定されない。
【００９４】
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　ファン（17）は、吸込通路（13）に配置されている。ファン（17）は、例えばシロッコ
ファンである。ファン（17）は、回転することで空気通路（12）における空気流れを作り
出すように構成されている。この例では、ファン（17）は、図７において概ね右方から左
方へ向かう空気流れを作り出す。
【００９５】
　第１風向調節羽根（21）は、吹出通路（14）に配置されている。第１風向調節羽根（21
）は、上下方向に延びる複数の板状部材によって構成されている。第１風向調節羽根（21
）は、吹出空気の風向を水平方向において調節するように構成されている。第１風向調節
羽根（21）は、例えばユーザが手動で向きを調節できるものであってもよい。
【００９６】
　第２風向調節羽根（22）は、吹出通路（14）に配置されている。第２風向調節羽根（22
）は、水平方向に延びる板状部材によって構成されている。第２風向調節羽根（22）は、
吹出空気の風向を上下方向において調節するように構成されている。
【００９７】
　光源（31）は、例えばＬＥＤで構成されている。光源（31）は、空気通路（12）のうち
在室者から見えない一方で当該空気通路（12）を照らす位置でありかつ光源（31）の光を
在室者が視認できる位置に配置されている。ケーシング（11）内における光源（31）の位
置は、在室者から見えない位置であり、光源（31）が空気通路（12）を照らす位置であり
、さらには、光源（31）の光を在室者が視認できる位置である。具体的に、光源（31）は
、吹出通路（14）において、第１風向調節羽根（21）の下方に配置されている。光源（31
）は、ケーシング（11）の幅方向（図７における紙面直交方向）において、吹出口（14a
）が存在する範囲の全体にわたって並んで複数配置されている。光源（31）は、室内ユニ
ット（10）の運転状態に応じて発光するように構成されている。光源（31）は、例えば、
室内ユニット（10）が暖房運転を行う場合には暖色系の色で発光する一方、室内ユニット
（10）が冷房運転を行う場合には寒色系の色で発光してもよい。光源（31）の光は、吹出
口（14a）から漏れ出してまたは反射板（41）に反射されて在室者に視認される。
【００９８】
　反射板（41）は、第２風向調節羽根（22）の一方の面に設けられた板状の部材である。
この例では、反射板（41）は、在室者が視認できる位置に配置されている。反射板（41）
は、ケーシング（11）の幅方向に延びている。反射板（41）は、光源（31）の光を反射し
て室内空間に導くように構成されている。
【００９９】
　制御部（50）は、例えば、マイクロプロセッサと、コンピュータプログラムが記録され
たメモリデバイス（具体的には半導体メモリ）とで構成されている。制御部（50）は、室
内ユニット（10）の各構成要素（例えば、ファン（17）および第２風向調節羽根（22）な
ど）の動作を制御する。制御部（50）は、第２風向調節羽根（22）を必要に応じてスイン
グ動作させるように構成されている。
【０１００】
　　－実施形態３の効果－
　本実施形態の室内ユニット（10）によっても、上記実施形態１と同様の効果を得ること
ができる。
【０１０１】
　《実施形態４》
　実施形態４について説明する。本実施形態の空気処理装置（110）は、冷却または加熱
した空気を室内に吹き出す空気調和装置（110）として構成されている。
【０１０２】
　図８は、実施形態４の空気調和装置（110）の概略構成図である。同図に示すように、
空気調和装置（110）は、複数の室内空間（180）に対する空気調和を行うダクト式の空気
調和装置として構成されている。空気調和装置（110）は、ケーシング（111）と、少なく
とも１つの吸込ユニット（121）と、少なくとも１つの吹出ユニット（131）と、第１光源
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（141）および第２光源（142）と、第１反射板（151）および第２反射板（152）と、制御
部（160）とを備える。ケーシング（111）は、装置本体を構成しており、ケーシング（11
1）、吸込ユニット（121）、および吹出ユニット（131）は、空気通路（112）を形成する
通路部材を構成している。
【０１０３】
　ケーシング（111）と、吸込ユニット（121）および吹出ユニット（131）と、後述する
吸込ダクト（120）および吹出ダクト（130）との内部には、空気が流れる空気通路（112
）が形成されている。空気通路（112）は、空気を吸い込むための吸込通路（113）（すな
わち、室内から吸い込まれた空気が流れる吸込側の空気通路（112））と、空気を吹き出
すための吹出通路（114）（すなわち、室内へ吹き出される空気が流れる吹出側の空気通
路（112））とを含む。ここで、吸込通路（113）は、空気通路（112）のうち熱交換器よ
りも上流側の部分である。一方、吹出通路（114）は、空気通路（112）のうち熱交換器よ
りも下流側の部分である。
【０１０４】
　ケーシング（111）は、天井裏の空間に配置された略直方体状の箱体である。ケーシン
グ（111）には、吸込口（111a）および吹出口（111b）が形成されている。ケーシング（1
11）の内部には、それぞれ図示を省略する、熱交換器およびファン等が収容されている。
熱交換器は、それぞれ図示を省略する、圧縮機、四方切換弁、室外熱交換器、および膨張
弁と共に冷媒回路を構成している。
【０１０５】
　吸込ユニット（121）は、天井（170）に設けられていて、室内空間（180）に臨んでい
る。図９に示すように、吸込ユニット（121）の下面には、室内空気を吸い込むためのユ
ニット吸込口（121a）が形成されている。吸込ユニット（121）は、吸込ダクト（120）を
介してケーシング（111）の吸込口（111a）に接続されている。ファンが駆動されると、
吸込ユニット（121）および吸込ダクト（120）を介して、ケーシング（111）内に室内空
気が吸い込まれる。
【０１０６】
　吹出ユニット（131）は、天井（170）に設けられていて、室内空間（180）に臨んでい
る。図１０に示すように、吹出ユニット（131）には、室内へ調和空気を吹き出すための
ユニット吹出口（131a）が形成されている。このユニット吹出口（131a）には、複数層に
重なった傘状の吹出グリル（131b）が設けられている。吹出ユニット（131）は、吹出ダ
クト（130）を介してケーシング（111）の吹出口（111b）に接続されている。ファンが駆
動されると、吹出ダクト（130）および吹出ユニット（131）を介して、ケーシング（111
）から室内空間（180）へ空気が吹き出される。
【０１０７】
　第１光源（141）は、例えばＬＥＤで構成されている。第１光源（141）は、空気通路（
112）のうち在室者から見えない一方で当該空気通路（112）を照らす位置でありかつ第１
光源（141）の光を在室者が視認できる位置に配置されている。ケーシング（111）内にお
ける第１光源（141）の位置は、在室者から見えない位置であり、第１光源（141）が空気
通路（112）を照らす位置であり、さらには、第１光源（141）の光を在室者が視認できる
位置である。具体的に、第１光源（141）は、吸込通路（113）において、吸込ユニット（
121）の内部に配置されている。第１光源（141）の光は、ユニット吸込口（121a）から漏
れ出してまたは第１反射板（151）に反射されて在室者に視認される。
【０１０８】
　第２光源（142）は、例えばＬＥＤで構成されている。第２光源（142）は、空気通路（
112）のうち在室者から見えない一方で当該空気通路（112）を照らす位置でありかつ第２
光源（142）の光を在室者が視認できる位置に配置されている。ケーシング（111）内にお
ける第２光源（142）の位置は、在室者から見えない位置であり、第２光源（142）が空気
通路（112）を照らす位置であり、さらには、第２光源（142）の光を在室者が視認できる
位置である。具体的に、第２光源（142）は、吹出通路（114）において、吹出ユニット（
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131）の吹出グリル（131b）に設けられている。第２光源（142）は、吹出グリル（131b）
の全周にわたって並んで複数配置されている。第２光源（142）の光は、吹出グリル（131
b）から漏れ出してまたは第２反射板（152）に反射されて在室者に視認される。
【０１０９】
　第１反射板（151）は、吸込ユニット（121）の内部に配置された板状の部材である。第
１反射板（151）は、第１光源（141）の光を反射して室内空間（180）に導くように構成
されている。
【０１１０】
　第２反射板（152）は、吹出ユニット（131）において、吹出グリル（131b）の内周面に
沿って配置された環状かつ板状の部材である。第２反射板（152）は、第２光源（142）の
光を反射して室内空間（180）に導くように構成されている。
【０１１１】
　制御部（160）は、例えば、マイクロプロセッサと、コンピュータプログラムが記録さ
れたメモリデバイス（具体的には半導体メモリ）とで構成されている。制御部（160）は
、空気調和装置（110）の各構成要素（例えば、ファンなど）の動作を制御する。
【０１１２】
　　－実施形態４の効果－
　本実施形態の空気調和装置（110）によっても、上記実施形態１と同様の効果を得るこ
とができる。
【０１１３】
　また、本実施形態の空気調和装置（110）は、空気を処理するケーシング（111）と、室
内空気を吸い込んで上記ケーシング（111）に送るための吸込ユニット（121）と、上記ケ
ーシング（111）から送られた供給空気を室内に吹き出すための吹出ユニット（131）とを
備え、上記吸込ユニット（121）および上記吹出ユニット（131）の少なくとも一方が、本
開示に係る空気通路構造を備える。したがって、室内空気が吸込ユニット（121）に吸い
込まれる。そして、吸込ユニット（121）に吸い込まれた室内空気は、ケーシング（111）
へ送られる。一方、ケーシング（111）から吹出ユニット（131）へ供給空気が送られる。
そして、吹出ユニット（131）に送られた供給空気は室内へ吹き出される。
【０１１４】
　《実施形態５》
　実施形態５について説明する。本実施形態の空気処理装置（210）は、温度および湿度
を調節した外気を室内に吹き出す換気装置（210）として構成されている。
【０１１５】
　図１１は、実施形態５の換気装置（210）の概略構成図である。同図に示すように、換
気装置（210）は、複数の室内空間（280）に対する換気を行うダクト式の換気装置として
構成されている。換気装置（210）は、ケーシング（211）と、少なくとも１つの吸込ユニ
ット（230）と、少なくとも１つの吹出ユニット（231）と、第１光源（241）および第２
光源（242）と、第１反射板（251）および第２反射板（252）と、制御部（260）とを備え
る。ケーシング（211）は、装置本体を構成しており、ケーシング（211）、吸込ユニット
（230）、および吹出ユニット（231）は、空気通路（212）を形成する通路部材を構成し
ている。
【０１１６】
　ケーシング（211）と、吸込ユニット（230）および吹出ユニット（231）と、後述する
第１および第２吸込ダクト（221,222）ならびに第１および第２吹出ダクト（223,224）と
の内部には、空気が流れる空気通路（212）が形成されている。空気通路（212）は、空気
を吸い込むための第１および第２吸込通路（213,214）（すなわち、室内から吸い込まれ
た空気が流れる吸込側の空気通路（212））と、空気を吹き出すための第１および第２吹
出通路（215,216）（すなわち、室内へ吹き出される空気が流れる吹出側の空気通路（212
））とを含む。
【０１１７】
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　ここで、第１吸込通路（213）は、空気通路（212）のうち吸込ユニット（230）および
第１吸込ダクト（221）によって構成される部分である。また、第２吸込通路（213）は、
空気通路（212）のうち第２吸込ダクト（222）によって構成される部分である。一方、第
１吹出通路（215）は、空気通路（212）のうち第１吹出ダクト（223）および吹出ユニッ
ト（231）によって構成される部分である。また、第２吹出通路（216）は、空気通路（21
2）のうち第２吹出ダクト（224）によって構成される部分である。
【０１１８】
　ケーシング（211）は、天井裏の空間に配置された略直方体状の箱体である。ケーシン
グ（211）には、第１吸込口（211a）および第２吸込口（211b）と、第１吹出口（211c）
および第２吹出口（211d）とが形成されている。ケーシング（211）の内部には、それぞ
れ図示を省略する、熱交換器、ファン、圧縮機、および流路切替機構等が収容されている
。熱交換器は、温度調節部を構成している。
【０１１９】
　第１吸込口（211a）は、室内空間（280）からケーシング（211）内へ室内空気を導くた
めのものであって、第１吸込ダクト（221）を介して吸込ユニット（230）に接続されてい
る。第２吸込口（211b）は、室外空間からケーシング（211）内へ室外空気を導くための
ものであって、第２吸込ダクト（222）を介して室外空間へ連通している。第１吹出口（2
11c）は、ケーシング（211）内から室内空間（280）へ空気を導くためのものであって、
第１吹出ダクト（223）を介して吹出ユニット（231）に接続されている。第２吹出口（21
1d）は、ケーシング（211）内から室外空間へ空気を導くためのものであって、第２吹出
ダクト（224）を介して室外空間へ連通している。
【０１２０】
　吸込ユニット（230）、吹出ユニット（231）、第１光源（241）、第２光源（242）、第
１反射板（351）、および第２反射板（252）の構成は、上記実施形態４のものと同様であ
るので、ここではその詳細な説明および図示を省略する。
【０１２１】
　制御部（260）は、例えば、マイクロプロセッサと、コンピュータプログラムが記録さ
れたメモリデバイス（具体的には半導体メモリ）とで構成されている。制御部（260）は
、換気装置（210）の各構成要素（例えば、ファンなど）の動作を制御する。
【０１２２】
　換気装置（210）は、ファンおよび圧縮機を駆動すると共に流路切替機構によってケー
シング（211）内の流路を切り替えることにより、第２吸込口（211b）から吸い込んだ室
外空気の温度や湿度を調節したものを第１吹出口（211c）から室内空間（280）へ供給す
る一方、第１吸込口（211a）から吸い込んだ室内空気を第２吹出口（211d）から室外空間
へ排出するように構成されている。
【０１２３】
　　－実施形態５の効果－
　本実施形態の換気装置（210）によっても、上記実施形態４と同様の効果を得ることが
できる。
【０１２４】
　また、本実施形態の換気装置（210）は、上記ケーシング（211）が、上記吸込ユニット
（230）から送られた室内空気を室外へ排出し、かつ室外から吸い込んだ室外空気を上記
吹出ユニット（231）へ送るように構成されている。したがって、換気装置（211）によっ
て室内空間が換気される。
【０１２５】
　《実施形態６》
　実施形態６について説明する。本実施形態の空気処理装置（310）は、吸い込んだ室内
空気を浄化して室内に吹き出す空気清浄機（310）として構成されている。
【０１２６】
　－空気清浄機の構成－
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　図１２および図１３に示すように、本実施形態の空気清浄機（310）は、ケーシング（3
11）と、このケーシング（311）内に収容されたプレフィルタ（321）、集塵フィルタ（32
2）、消臭フィルタ（323）、およびファン（324）と、第１光源（331）および第２光源（
332）と、第１反射板（341）および第２反射板（342）と、制御部（350）とを有する。ケ
ーシング（311）は、空気通路（360）を形成する通路部材を構成している。プレフィルタ
（321）、集塵フィルタ（322）、および消臭フィルタ（323）は、浄化器を構成している
。
【０１２７】
　ケーシング（311）は、ケーシング本体（312）と、このケーシング本体（312）の前側
（すなわち、図１２における左側）に配置された前面パネル（315）と、ケーシング本体
（312）の後側の上部に回動可能に支持された吹出口カバー（316）とを有する。
【０１２８】
　ケーシング（311）の内部には、空気が流れる空気通路（360）が形成されている。空気
通路（360）は、空気を吸い込むための吸込通路（361）（すなわち、室内から吸い込まれ
た空気が流れる吸込側の空気通路（360））と、空気を吹き出すための吹出通路（362）（
すなわち、室内へ吹き出される空気が流れる吹出側の空気通路（1360））とを含む。ここ
で、吸込通路（361）は、空気通路（360）のうちプレフィルタ（321）よりも上流側の部
分である。一方、吹出通路（362）は、空気通路（360）のうち消臭フィルタ（323）より
も下流側の部分である。
【０１２９】
　ケーシング本体（312）と前面パネル（315）との間には、その左右および下部に、室内
空気を吸い込むための吸込口（313）が形成されている。各吸込口（313）は、吸込通路（
361）の入口になっている。ケーシング本体（312）の後側の上面には、浄化空気を室内に
吹き出すための吹出口（314）が形成されている。吹出口（314）は、吹出通路（362）の
出口になっている。吹出口（314）は、吹出口カバー（316）によって開閉可能になってい
る。
【０１３０】
　第１光源（331）は、例えばＬＥＤで構成されている。第１光源（331）は、空気通路（
360）のうち在室者から見えない一方で当該空気通路（360）を照らす位置でありかつ第１
光源（331）の光を在室者が視認できる位置に配置されている。ケーシング（311）内にお
ける第１光源（331）の位置は、在室者から見えない位置であり、第１光源（331）が空気
通路（360）を照らす位置であり、さらには、第１光源（331）の光を在室者が視認できる
位置である。具体的に、第１光源（331）は、図１３に示すように、前面パネル（315）の
裏面に配置されている。また、第１光源（331）は、吸込口（313）の近傍に配置されてい
る。第１光源（331）は、当該吸込口（313）が延びる範囲の全体にわたって並んで複数配
置されている。第１光源（331）の光は、吸込口（313）から漏れ出してまたは第１反射板
（341）に反射されて在室者に視認される。
【０１３１】
　第２光源（332）は、例えばＬＥＤで構成されている。第２光源（332）は、空気通路（
360）のうち在室者から見えない一方で当該空気通路（360）を照らす位置でありかつ第２
光源（332）の光を在室者が視認できる位置に配置されている。ケーシング（311）内にお
ける第２光源（332）の位置は、在室者から見えない位置であり、第２光源（332）が空気
通路（360）を照らす位置であり、さらには、第２光源（332）の光を在室者が視認できる
位置である。具体的に、第２光源（232）は、図１２に示すように、ケーシング本体（312
）の吹出口（314）の近傍においてケーシング本体（312）の内部に配置されている。第２
光源（332）は、ケーシング本体（312）の幅方向（すなわち、図１２における紙面直交方
向）において、吹出口（314）が存在する範囲の全体にわたって並んで複数配置されてい
る。第２光源（332）の光は、吹出口（314）から漏れ出してまたは第２反射板（342）に
反射されて在室者に視認される。
【０１３２】
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　第１反射板（341）は、吸込口（313）の近傍において、ケーシング本体（312）の壁面
に沿って配置された板状の部材である。左右の吸込口（313）の近傍に配置された第１反
射板（341）は、上下方向に延びており、下部の吸込口（313）の近傍に配置された第１反
射板（341）は、左右方向に延びている。第１反射板（341）は、第１光源（331）の光を
反射して室内空間に導くように構成されている。
【０１３３】
　第２反射板（342）は、吹出口（314）の近傍において、ケーシング本体（312）の内部
に配置された板状の部材である。第２反射板（342）は、ケーシング本体（312）の幅方向
に延びている。第２反射板（342）は、第２光源（332）の光を反射して室内空間に導くよ
うに構成されている。
【０１３４】
　制御部（350）は、例えば、マイクロプロセッサと、コンピュータプログラムが記録さ
れたメモリデバイス（具体的には半導体メモリ）とで構成されている。制御部（350）は
、空気清浄機（310）の各構成要素（例えば、ファンなど）の動作を制御する。
【０１３５】
　　－運転動作－
　次に、空気清浄機（310）の運転動作について説明する。空気清浄機（310）の運転時に
は、ファン（324）が駆動される。これにより、吸込口（313）を介して室内空気がケーシ
ング（311）内に吸い込まれ、プレフィルタ（321）、集塵フィルタ（322）、および消臭
フィルタ（323）で浄化された空気が吹出口（314）を介して室内空間へ吹き出される。
【０１３６】
　　－実施形態６の効果－
　本実施形態の空気清浄機（310）によっても、上記実施形態１と同様の効果を得ること
ができる。
【０１３７】
　また、本実施形態の空気清浄機（310）は、上記空気通路（360）を流れる空気を浄化す
るプレフィルタ（321）、集塵フィルタ（322）、および消臭フィルタ（323）を備え、上
記プレフィルタ（321）、上記集塵フィルタ（322）、および上記消臭フィルタ（323）に
おいて浄化された空気を室内へ吹き出すように構成されている。したがって、空気清浄機
（310）によって室内空気が浄化される。
【０１３８】
　《実施形態７》
　実施形態７について説明する。本実施形態の空気処理システム（401）は、図１４に示
すように、上記実施形態１に係る空気調和装置の室内ユニット（410）（第１の空気処理
装置）と、上記実施形態６に係る空気清浄機（440）（第２の空気処理装置）とを備える
。ただし、空気清浄機（440）が有する光源（423,424）を第３光源（423）および第４光
源（424）とする。そして、室内ユニット（410）の制御部（430）と空気清浄機（440）の
制御部（450）とは、有線または無線によって互いに通信可能に構成されている。
【０１３９】
　図１５に示すように、空気処理システム（401）では、第１～第４光源（421～424）が
発する光の色相が統一される。例えば、室内ユニット（410）の運転モードに応じて、す
なわち室内ユニット（410）が暖房運転を行っているか冷房運転を行っているかに応じて
、前者では第１～第４光源（421～424）が発する光の色相が暖色系（例えば、橙色）に統
一される一方、後者では第１～第４光源（421～424）が発する光の色相が寒色系（例えば
、青色）に統一される。
【０１４０】
　　－実施形態７の効果－
　本実施形態の空気処理システム（401）によっても、上記実施形態１および上記実施形
態６と同様の効果を得ることができる。
【０１４１】
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　また、本実施形態の空気処理システム（401）は、本開示に係る空気通路構造と、上記
空気通路を流れる空気を冷媒と熱交換させる熱交換器とを有し、上記熱交換器において温
度を調節された空気を室内へ吹き出す室内ユニット（410）と、本開示に係る空気通路構
造と、上記空気通路を流れる空気を浄化する浄化器とを有し、上記浄化器において浄化さ
れた空気を室内へ吹き出す空気清浄機（440）と、上記室内ユニット（410）が備える上記
第１および第２光源（421,422）の光の色相と、上記空気清浄機（440）が備える上記第３
および第４光源（423,424）の光の色相とが互いに同じになるように双方の上記光源（421
～424）を制御する制御部（430,450）とを備える。したがって、室内ユニット（410）に
よって室温が調節されると共に、空気清浄機（440）によって室内空気が浄化される。そ
して、室内ユニット（410）が備える第１および第２光源（421,422）の光の色相と、空気
清浄機（440）が備える第３および第４光源（423,424）の光の色相とが互いに同じになる
ため、室内ユニット（410）および空気清浄機（440）を見る在室者に対して統一感のある
美感を起こさせることができる。
【０１４２】
　《実施形態８》
　実施形態８について説明する。本実施形態の室内ユニット（10）は、第１光源（31）の
配置などが上記実施形態１と異なる。以下、上記実施形態１と異なる点について主に説明
する。
【０１４３】
　図１６は、本実施形態の空気調和装置の室内ユニット（10）の構成を概略的に示す断面
図である。同図に示すように、本実施形態の室内ユニット（10）は、第１光源（31）が、
ケーシング（11）のうちファン（17）と対向する位置に設けられている。具体的に、第１
光源（31）は、ケーシング（11）の壁面（スクロール面）における在室者から見てファン
（17）の裏側に設けられている。したがって、第１光源（31）は、ファン（17）に隠れて
在室者に直接的には見えないが、第１光源（31）の光は、ファン（17）および反射板（41
）に反射されて在室者に視認される。
【０１４４】
　ファン（17）の表面の全体には、反射率の高い表面処理（例えば、めっき処理）が施さ
れている。あるいは、ファン（17）そのものが、反射率の高い材料で作られていてもよい
。
【０１４５】
　ファン（17）の表面の全体には、光を受けて防かび・除菌効果を発揮する光触媒（図示
せず）が設けられる。なお、ファン（17）の表面は、一部のみにそのような光触媒が設け
られてもよい。
【０１４６】
　　－実施形態８の効果－
　本実施形態の室内ユニット（10）によっても、上記実施形態１と同様の効果を得ること
ができる。
【０１４７】
　また、本実施形態の室内ユニット（10）は、上記空気通路（12）における空気流れを発
生させるファン（17）を備え、上記第１光源（31）が、上記ケーシング（11）のうち上記
ファン（17）と対向する位置に設けられ、上記第１光源（31）の光が、少なくとも上記フ
ァン（17）に反射されて在室者に視認されるように構成される。したがって、第１光源（
31）の光が、少なくともファン（17）に反射されて在室者に視認される。
【０１４８】
　また、本実施形態の室内ユニット（10）は、上記ファン（17）の表面の全体が、光を受
けて防かび・除菌効果を発揮する光触媒が設けられる。したがって、光触媒に第１および
第２光源（31,32）の光が当たることで、ファン（17）の表面の全体において、かびや菌
が繁殖することが抑止される。
【０１４９】
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　《実施形態９》
　実施形態９について説明する。本実施形態の室内ユニット（10）は、光源ユニット（30
）を備える点で上記実施形態１と異なる。以下、上記実施形態１と異なる点について主に
説明する。
【０１５０】
　図１７は、本実施形態の空気調和装置の室内ユニット（10）の構成を概略的に示す断面
図である。同図に示すように、本実施形態の室内ユニット（10）は、第１光源（31）、導
光板（33）、反射シート（34）、および拡散シート（35）を有する光源ユニット（30）を
備える。導光板（33）は、案内部材を構成している。
【０１５１】
　光源ユニット（30）は、ケーシング（11）の壁面（スクロール面）に、例えばねじ止め
によって着脱可能に取り付けられる。光源ユニット（30）は、全体として、図１７におけ
る紙面直交方向に延びる湾曲板状に形成される。光源ユニット（30）は、ケーシング（11
）の壁面に沿った形状になっている。光源ユニット（30）には、室内ユニット（10）から
電力を受けるための配線（図示せず）が接続される。
【０１５２】
　光源ユニット（30）において、第１光源（31）は、導光板（33）の一端部において当該
導光板（33）と一体化されている。導光板（33）は、例えば透明または半透明の樹脂材料
でできていて、その他端部へ第１光源（31）の光を案内する。反射シート（34）は、導光
板（33）の一方の面（ケーシング（11）の壁面側の面）に設けられる。反射シート（34）
は、第１光源（31）の光を反射する。拡散シート（35）は、導光板（33）の他方の面に設
けられる。拡散シート（35）は、第１光源（31）の光を透過および拡散させる。なお、反
射シート（34）と拡散シート（35）は、設けられていなくてもよい。
【０１５３】
　光源ユニット（30）の上には、整流板（44）が設けられる。整流板（44）は、図１７に
おける紙面直交方向に延びる湾曲板状に形成される。整流板（44）の上端部は、ケーシン
グ（11）の壁面に沿っている。整流板（44）の下端部は、光源ユニット（30）の他方の面
（拡散シート（35）が設けられる面）に沿っている。これにより、ケーシング（11）の壁
面と、光源ユニット（30）の他方の面との間の段差が整流板（44）で覆われる。このよう
な整流板（44）によると、光源ユニット（30）を設ける場合に、空気通路（12）（より具
体的には、吹出通路（14））で空気流れが乱れるのを抑止できる。
【０１５４】
　光源ユニット（30）が備える第１光源（31）は、ケーシング（11）のうちファン（17）
と対向する位置に配置される。具体的に、第１光源（31）は、ケーシング（11）の壁面（
スクロール面）における在室者から見てファン（17）の裏側に配置される。したがって、
第１光源（31）は、ファン（17）に隠れて在室者に直接的には見えないが、第１光源（31
）の光は、導光板（33）に案内されて在室者に視認される。
【０１５５】
　　－実施形態９の効果－
　本実施形態の室内ユニット（10）によっても、上記実施形態１と同様の効果を得ること
ができる。
【０１５６】
　また、本実施形態の室内ユニット（10）は、上記第１光源（31）と、該第１光源（31）
に一体化されて上記第１光源（31）の光を案内する導光板（33）とを有する光源ユニット
（30）を備え、上記光源ユニット（30）が、上記ケーシング（11）に取り付けられる。し
たがって、ケーシング（11）に光源ユニット（30）を取り付けることで、室内ユニット（
10）に第１光源（31）を取り付けることができる。第１光源（31）の光は、導光板（33）
に案内されて在室者に視認される。
【０１５７】
　また、本実施形態の室内ユニット（10）は、上記光源ユニット（30）が、上記ケーシン
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グ（11）の壁面に沿った形状になっている。したがって、光源ユニット（30）によって空
気通路（12）（より具体的には、吹出通路（14））における空気の流れが妨げられるのを
抑止できる。
【０１５８】
　　－実施形態９の変形例－
　実施形態９の変形例について図１８を参照して説明する。
【０１５９】
　図１８は、本変形例の空気調和装置の室内ユニット（10）の構成を概略的に示す断面図
である。同図に示すように、本変形例の室内ユニット（10）は、ケーシング（11）の壁面
（スクロール面）に凹部（11a）が形成されている。この凹部（11a）には、光源ユニット
（30）が収容される。凹部（11a）に収容された光源ユニット（30）の他方の面（拡散シ
ート（35）が設けられる面）は、凹部（11a）の周囲の壁面と共に滑らかな曲面を構成し
ている。なお、光源ユニット（30）を設けない場合には、光源ユニット（30）と実質的に
同じ形状のダミー部品（図示せず）が凹部（11a）に嵌められてもよい。
【０１６０】
　その他の構成は、上記実施形態９と同様であり、したがって本変形例においても上記実
施形態９と同様の効果が得られる。
【０１６１】
　また、本変形例の室内ユニット（10）は、上記ケーシング（11）の壁面に上記光源ユニ
ット（30）を収容する凹部（11a）が形成されており、上記凹部（11a）に収容された上記
光源ユニット（30）の他方の面（露出面）が、上記凹部（11a）の周囲の上記ケーシング
（11）の壁面と共に滑らかな面を構成している。したがって、光源ユニット（30）が凹部
（11a）に収容された状態で、当該光源ユニット（30）の周縁部で段差が形成されない。
このため、空気通路（12）（より具体的には、吹出通路（14））において空気がスムーズ
に流れる。
【０１６２】
　《その他の実施形態》
　上記実施形態については、以下のような構成としてもよい。
【０１６３】
　例えば、各種の空気処理装置（10,110,210,310,410,440）において、主吹出口および副
吹出口が設けられていてもよい。この場合において、吹出通路に設けられる光源の光は、
主吹出口を介してのみ在室者が視認できるようになっていることが好ましい。
【０１６４】
　また、各光源（31,32,141,142,241,242,331,332,421～424）は、ＬＥＤ以外の光源であ
ってもよいし、その形状および数は任意に選択可能である。
【０１６５】
　また、各光源（31,32,141,142,241,242,331,332,421～424）が在室者に見えない一方で
空気通路（12,112,212,360）を照らし、かつ各光源（31,32,141,142,241,242,331,332,42
1～424）の光を在室者が視認できるのであれば、各反射板（41,42,151,152,251,252,341,
342）や拡散板（43）は必ずしも設けられていなくてもよい。
【０１６６】
　また、拡散部材は、第１または第２光源（31,32）を覆いかつ第１または第２光源（31,
32）の光を拡散させるものであれば、拡散板（43）以外の任意の形状に形成されていても
よい。
【０１６７】
　また、空気調和装置の室内ユニット（10）は、床置型の室内ユニットであってもよい。
【０１６８】
　以上、実施形態および変形例を説明したが、特許請求の範囲の趣旨および範囲から逸脱
することなく、形態や詳細の多様な変更が可能なことが理解されるであろう。また、以上
の実施形態および変形例は、本開示の対象の機能を損なわない限り、適宜組み合わせたり
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、置換したりしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１６９】
　以上説明したように、本開示は、空気通路構造、空気処理装置、および空気処理システ
ムについて有用である。
【符号の説明】
【０１７０】
　10　室内ユニット（空気処理装置）
　11　ケーシング（通路部材）
　12　空気通路
　16　熱交換器
　17　ファン
　18　ドレンパン（通路部材）
　21　第１風向調節羽根（通路部材、風向調節羽根）
　22　第２風向調節羽根（通路部材、風向調節羽根）
　30　光源ユニット
　31　第１光源（光源）
　32　第２光源（光源）
　33　導光板（案内部材）
　41　第１反射板（反射板）
　42　第２反射板（反射板）
　43　拡散板（拡散部材）
　50　制御部
 110　空気調和装置（空気処理装置）
 111　ケーシング（通路部材、装置本体）
 112　空気通路
 121　吸込ユニット（通路部材）
 131　吹出ユニット（通路部材）
 141　第１光源（光源）
 142　第２光源（光源）
 151　第１反射板（反射板）
 152　第２反射板（反射板）
 160　制御部
 210　換気装置（空気処理装置）
 211　ケーシング（通路部材、装置本体）
 212　空気通路
 230　吸込ユニット（通路部材）
 231　吹出ユニット（通路部材）
 241　第１光源（光源）
 242　第２光源（光源）
 251　第１反射板（反射板）
 252　第２反射板（反射板）
 260　制御部
 310　空気清浄機（空気処理装置）
 311　ケーシング（通路部材）
 321　プレフィルタ（清浄器）
 322　集塵フィルタ（清浄器）
 323　消臭フィルタ（清浄器）
 331　第１光源（光源）
 332　第２光源（光源）
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 341　第１反射板（反射板）
 342　第２反射板（反射板）
 350　制御部
 360　空気通路
 410　室内ユニット（第１の空気処理装置）
 421　第１光源（光源）
 422　第２光源（光源）
 423　第３光源（光源）
 424　第４光源（光源）
 440　空気清浄機（第２の空気処理装置）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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【図１８】

【手続補正書】
【提出日】令和1年12月26日(2019.12.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、空気通路構造、空気処理装置、および空気処理システムに関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、吹出空気の風向を変更する風向変更手段と、この風向変更手段に連動して点
灯または点滅する光源とを備え、気流の方向を可視化できる空気処理装置が知られている
（例えば、特許文献１）。ここで、光源は、室内ユニットの本体下部などに設けられてい
て、在室者が視認できるようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平５－４４９８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】



(31) JP 2020-24083 A 2020.2.13

　しかしながら、特許文献１の空気処理装置では、在室者が視認できる位置に光源が設け
られているため、点灯または点滅する光源を直接的に見る在室者に対して眩しすぎるなど
の不快感を与えてしまうおそれがあった。
【０００５】
　本開示の目的は、光源を直接的に見ることに起因する不快感を在室者に与えにくくする
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示の第１の態様は、室内へ空気を吹き出す空気処理装置（10,110,210,310,410,440
）に設けられる空気通路構造を対象とする。そして、空気通路構造は、空気通路（12,112
,212,360）を形成する通路部材（11,18,21,22,111,121,131,211,230,231,311）と、上記
空気処理装置（10,110,210,310,410,440）の運転状態に応じて発光する光源（31,32,141,
142,241,242,331,332,421～424）とを備える。上記光源（31,32,141,142,241,242,331,33
2,421～424）は、上記通路部材（11,18,21,22,111,121,131,211,230,231,311）のうち在
室者から見えない一方で上記空気通路（12,112,212,360）を照らす位置でありかつ上記光
源（31,32,141,142,241,242,331,332,421～424）が発した光を在室者が視認できる位置に
配置されている。上記空気通路構造は、上記光源（31,32,141,142,241,242,331,332,421
～424）を覆いかつ上記光源（31,32,141,142,241,242,331,332,421～424）が発した光を
拡散させる拡散部材（43）、または上記光源（31,32,141,142,241,242,331,332,421～424
）が発した光を反射する反射板（41,42,151,152,251,252,341,342）とをさらに備える。
室内へ吹き出される空気が流れる空気通路（12,112,212,360）の風下端部は、所定方向に
延びかつ空気が吹き出される吹出口（14a,14b）になっている。上記拡散部材（43）また
は上記反射板（41,42,151,152,251,252,341,342）は、上記所定方向において上記吹出口
（14a,14b）よりも広い範囲にわたって延びている。
【０００７】
　第１の態様では、光源（31,32,141,142,241,242,331,332,421～424）を在室者が直接的
に見ることが実質的にないので、在室者に眩しすぎるなどの不快感を与えにくい。一方、
空気処理装置（10,110,210,310,410,440）の運転状態に応じて発光する光源（31,32,141,
142,241,242,331,332,421～424）の光は在室者に見える。なお、本明細書において、「在
室者」の語には、空気通路（12,112,212,360）の内部を意図的に覗く者（例えば、空気処
理装置（10,110,210,310,410,440）の整備・点検を行う者）は含まれない。
【０００８】
　さらに、第１の態様では、拡散部材（43）または反射板（41,42,151,152,251,252,341,
342）が、吹出口（14a,14b）が延びる方向において、当該吹出口（14a,14b）よりも広い
範囲にわたって延びているので、在室者に対して吹出口（14a,14b）が全体的に光ってい
るように見える。
【０００９】
　本開示の第２の態様は、上記第１の態様において、上記通路部材（11,18,21,22,111,12
1,131,211,230,231,311）は、吹出空気の風向を上下方向において調節するための風向調
節羽根（22）を有し、上記拡散部材（43）または上記反射板（41,42,151,152,251,252,34
1,342）は、上記風向調節羽根（22）よりも上記空気通路（12,112,212,360）の上流側に
配置されていることを特徴とする。
【００１０】
　第２の態様では、風向調節羽根（22）よりも空気通路（12,112,212,360）の上流側、す
なわち在室者から見て風向調節羽根（22）よりも奥側が光って見える。
【００１１】
　本開示の第３の態様は、上記第２の態様において、上記通路部材（11,18,21,22,111,12
1,131,211,230,231,311）は、吹出空気の風向を水平方向において調節するための風向調
節羽根（21）をさらに有し、上記拡散部材（43）または上記反射板（41,42,151,152,251,
252,341,342）は、両方の上記風向調節羽根（21,22）よりも上記空気通路（12,112,212,3
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60）の上流側に配置されていることを特徴とする。
【００１２】
　第３の態様では、両方の風向調節羽根（21,22）よりも空気通路（12,112,212,360）の
上流側、すなわち在室者から見て両方の風向調節羽根（21,22）よりも奥側が光って見え
る。
【００１３】
　本開示の第４の態様は、上記第１～第３の態様のいずれか１つにおいて、上記光源（31
,32,141,142,241,242,331,332,421～424）は、室内へ吹き出される空気が流れる吹出側の
空気通路（12,112,212,360）に臨む位置に配置されていることを特徴とする。
【００１４】
　第４の態様では、吹出側の空気通路（12,112,212,360）に配置された光源（31,32,141,
142,241,242,331,332,421～424）の光により、室内へ吹き出される空気（以下、吹出空気
とも言う。）が照らされる。例えば、冷房運転を行う場合、光源（31,32,141,142,241,24
2,331,332,421～424）を寒色系の色相で光らせる一方、暖房運転を行う場合、光源（31,3
2,141,142,241,242,331,332,421～424）を暖色系の色相で光らせることが考えられる。こ
の場合、冷房運転においては涼しい印象を、暖房運転においては暖かい印象を、それぞれ
在室者に与えることができる。
【００１５】
　本開示の第５の態様は、上記第１～第４の態様のいずれか１つにおいて、上記光源（31
,32,141,142,241,242,331,332,421～424）は、室内から吸い込まれた空気が流れる吸込側
の空気通路（12,112,212,360）に臨む位置に配置されていることを特徴とする。
【００１６】
　第５の態様では、吸込側の空気通路（12,112,212,360）に配置された光源（31,32,141,
142,241,242,331,332,421～424）の光により、空気処理装置（10,110,210,310,410,440）
の運転状態を在室者が認識しやすくなる。例えば、冷房運転を行う場合、光源（31,32,14
1,142,241,242,331,332,421～424）を寒色系の色相で光らせる一方、暖房運転を行う場合
、光源（31,32,141,142,241,242,331,332,421～424）を暖色系の色相で光らせることが考
えられる。この場合、在室者は、寒色系の色相の光を見ることで冷房運転が行われている
ことを、暖色系の色相の光を見ることで暖房運転が行われていることを、それぞれ認識す
ることができる。
【００１７】
　本開示の第６の態様は、上記第１の態様において、上記通路部材（11,18,21,22,111,12
1,131,211,230,231,311）は、吹出空気の風向を調節するための風向調節羽根（21,22）を
有し、上記反射板（41,42,151,152,251,252,341,342）は、上記風向調節羽根（21,22）に
設けられていることを特徴とする。
【００１８】
　第６の態様では、風向調節羽根（21,22）に設けられた反射板（41,42,151,152,251,252
,341,342）で反射された光源（31,32,141,142,241,242,331,332,421～424）の光が在室者
に見える。
【００１９】
　本開示の第７の態様は、上記第１～第５の態様のいずれか１つにおいて、上記通路部材
（11,18,21,22,111,121,131,211,230,231,311）は、吹出空気の風向を調節するための風
向調節羽根（21,22）を有し、上記光源（31,32,141,142,241,242,331,332,421～424）は
、上記風向調節羽根（21,22）の風上側端部に設けられていることを特徴とする。
【００２０】
　第７の態様では、風向調節羽根（21,22）の風上側端部に設けられた光源（31,32,141,1
42,241,242,331,332,421～424）は在室者に直接的には見えない。一方、光源（31,32,141
,142,241,242,331,332,421～424）の光は在室者に見える。
【００２１】
　本開示の第８の態様は、空気処理装置（10,110,210,310,410,440）を対象とする。そし
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て、空気処理装置（10,110,210,310,410,440）は、上記第１～第７の態様のいずれか１つ
に係る空気通路構造を備える。
【００２２】
　本開示の第９の態様は、空気処理装置（10,110,210,310,410,440）を対象とする。そし
て、空気処理装置（10,110,210,310,410,440）は、上記第２、第３、第６または第７の態
様に係る空気通路構造と、上記風向調節羽根21,22）をスイング動作させる制御部（50,16
0,260,350）とを備える。
【００２３】
　第９の態様では、風向調節羽根（21,22）のスイング動作によって在室者には光源（31,
32,141,142,241,242,331,332,421～424）の光がゆらいで見える。
【００２４】
　本開示の第１０の態様は、上記第８または第９の態様において、上記空気通路（12,112
,212,360）を流れる空気を熱媒体と熱交換させる熱交換器（16）を備え、上記熱交換器（
16）において温度を調節された空気を室内へ吹き出すように構成されていることを特徴と
する。
【００２５】
　第１０の態様では、空気処理装置（10,110,210,310,410,440）によって室温が調節され
る。
【００２６】
　本開示の第１１の態様は、上記第８または第９の態様において、上記空気通路（12,112
,212,360）を流れる空気を浄化する浄化器（321～323）を備え、上記浄化器（321～323）
において浄化された空気を室内へ吹き出すように構成されていることを特徴とする。
【００２７】
　第１１の態様では、空気処理装置（10,110,210,310,410,440）によって室内空気が浄化
される。
【００２８】
　本開示の第１２の態様は、空気処理システム（401）を対象とする。そして、空気処理
システム（401）は、上記第１～第７の態様のいずれか１つに係る空気通路構造と、上記
空気通路（12,112,212,360）を流れる空気を熱媒体と熱交換させる熱交換器（16）とを有
し、上記熱交換器（16）において温度を調節された空気を室内へ吹き出す第１の空気処理
装置（10,110,210,310,410,440）と、上記第１～第７の態様のいずれか１つに係る空気通
路構造と、上記空気通路（12,112,212,360）を流れる空気を浄化する浄化器（321～323）
とを有し、上記浄化器（321～323）において浄化された空気を室内へ吹き出す第２の空気
処理装置（10,110,210,310,410,440）と、上記第１の空気処理装置（10,110,210,310,410
,440）が備える上記光源（31,32,141,142,241,242,331,332,421～424）の光の色相と、上
記第２の空気処理装置（10,110,210,310,410,440）が備える上記光源（31,32,141,142,24
1,242,331,332,421～424）の光の色相とが互いに同じになるように双方の上記光源（31,3
2,141,142,241,242,331,332,421～424）を制御する制御部（50,160,260,350）とを備える
。
【００２９】
　第１２の態様では、第１の空気処理装置（10,110,210,310,410,440）によって室温が調
節されると共に、第２の空気処理装置（10,110,210,310,410,440）によって室内空気が浄
化される。そして、第１の空気処理装置（10,110,210,310,410,440）が備える光源（31,3
2,141,142,241,242,331,332,421～424）の光の色相と、第２の空気処理装置（10,110,210
,310,410,440）が備える光源（31,32,141,142,241,242,331,332,421～424）の光の色相と
が互いに同じになるため、当該２つの空気処理装置（10,110,210,310,410,440）を見る在
室者に対して統一感のある美感を起こさせることができる。
【００３０】
　本開示の第１３の態様は、空気処理装置（10,110,210,310,410,440）を対象とする。そ
して、空気処理装置（10,110,210,310,410,440）は、空気を処理する装置本体（111,211
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）と、室内空気を吸い込んで上記装置本体（111,211）に送るための吸込ユニット（121,2
30）と、上記装置本体（111,211）から送られた供給空気を室内に吹き出すための吹出ユ
ニット（131,231）とを備え、上記吸込ユニット（121,230）および上記吹出ユニット（13
1,231）の少なくとも一方は、上記第１～第７の態様のいずれか１つに係る空気通路構造
を備える。
【００３１】
　第１３の態様では、室内空気が吸込ユニット（121,230）に吸い込まれる。そして、吸
込ユニット（121,230）に吸い込まれた室内空気は、装置本体（111,211）へ送られる。一
方、装置本体（111,211）から吹出ユニット（131,231）へ供給空気が送られる。そして、
吹出ユニット（131,231）に送られた供給空気は室内へ吹き出される。
【００３２】
　本開示の第１４の態様は、上記第１３の態様において、上記装置本体（111,211）は、
上記吸込ユニット（121,230）から送られた室内空気を室外へ排出し、かつ室外から吸い
込んだ室外空気を上記吹出ユニット（131,231）へ送るように構成されていることを特徴
とする。
【００３３】
　第１４の態様では、空気処理装置（10,110,210,310,410,440）によって室内空間が換気
される。
【００３４】
　本開示の第１５の態様は、上記第８または第９の態様において、上記空気通路（12,112
,212,360）における空気流れを発生させるファン（17）を備え、上記光源（31,32,141,14
2,241,242,331,332,421～424）は、上記通路部材（11,18,21,22,111,121,131,211,230,23
1,311）のうち上記ファン（17）と対向する位置に設けられ、上記光源（31,32,141,142,2
41,242,331,332,421～424）の光が、少なくとも上記ファン（17）に反射されて在室者に
視認されるように構成されることを特徴とする。
【００３５】
　第１５の態様では、光源（31,32,141,142,241,242,331,332,421～424）の光が、少なく
ともファン（17）に反射されて在室者に視認される。
【００３６】
　本開示の第１６の態様は、上記第１５の態様において、上記ファン（17）の表面の少な
くとも一部は、光を受けて防かび・除菌効果を発揮する光触媒が設けられることを特徴と
する。
【００３７】
　第１６の態様では、光触媒に光源（31,32,141,142,241,242,331,332,421～424）の光が
当たることで、ファン（17）の表面の少なくとも一部において、かびや菌が繁殖すること
が抑止される。
【００３８】
　本開示の第１７の態様は、上記第８または第９の態様において、上記光源（31,32,141,
142,241,242,331,332,421～424）と、該光源（31,32,141,142,241,242,331,332,421～424
）に一体化されて上記光源（31,32,141,142,241,242,331,332,421～424）の光を案内する
案内部材（33）とを有する光源ユニット（30）を備え、上記光源ユニット（30）は、上記
通路部材（11,18,21,22,111,121,131,211,230,231,311）に取り付けられることを特徴と
する。
【００３９】
　第１７の態様では、通路部材（11,18,21,22,111,121,131,211,230,231,311）に光源ユ
ニット（30）を取り付けることで、空気処理装置（10,110,210,310,410,440）に光源（31
,32,141,142,241,242,331,332,421～424）を取り付けることができる。光源（31,32,141,
142,241,242,331,332,421～424）の光は、案内部材（33）に案内されて在室者に視認され
る。
【００４０】
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　本開示の第１８の態様は、上記第１７の態様において、上記光源ユニット（30）は、上
記通路部材（11,18,21,22,111,121,131,211,230,231,311）の壁面に沿った形状になって
いることを特徴とする。
【００４１】
　第１８の態様では、光源ユニット（30）によって空気通路（12,112,212,360）における
空気の流れが妨げられるのを抑止できる。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】図１は、実施形態１の空気処理装置（空気調和装置）の概略断面図である。
【図２】図２は、主吹出口における第１光源が発する光の輝度分布を示すグラフである。
【図３】図３は、実施形態１の変形例１の空気処理装置（空気調和装置）の概略断面図で
ある。
【図４】図４は、実施形態１の変形例２の空気処理装置（空気調和装置）の概略断面図で
ある。
【図５】図５は、実施形態１の変形例３の空気処理装置（空気調和装置）の概略断面図で
ある。
【図６】図６は、実施形態２の空気処理装置（空気調和装置）の概略断面図である。
【図７】図７は、実施形態３の空気処理装置（空気調和装置）の概略断面図である。
【図８】図８は、実施形態４の空気処理装置（空気調和装置）の概略構成図である。
【図９】図９は、実施形態４の吸込ユニットの断面図である。
【図１０】図１０は、実施形態４の吹出ユニットの断面図である。
【図１１】図１１は、実施形態５の空気処理装置（換気装置）の概略構成図である。
【図１２】図１２は、実施形態６の空気処理装置（空気清浄機）を側方から見た概略断面
図である。
【図１３】図１３は、実施形態６の空気処理装置（空気清浄機）を上方から見た概略断面
図である。
【図１４】図１４は、実施形態７の空気処理システムの概略構成図である。
【図１５】図１５は、実施形態７における、空気調和装置の運転モードと、空気調和装置
および空気清浄機のそれぞれの光源が発する光の色相との関係を示す表である。
【図１６】図１６は、実施形態８の空気処理装置（空気調和装置）の概略断面図である。
【図１７】図１７は、実施形態９の空気処理装置（空気調和装置）の概略断面図である。
【図１８】図１８は、実施形態９の変形例の空気処理装置（空気調和装置）の概略断面図
である。
【発明を実施するための形態】
【００４３】
　《実施形態１》
　実施形態１について説明する。本実施形態の空気処理装置（10）は、冷却または加熱し
た空気を室内に吹き出す空気調和装置の室内ユニット（10）として構成されている。
【００４４】
　図１は、本実施形態の空気調和装置の室内ユニット（10）の構成を概略的に示す断面図
である。室内ユニット（10）は、室外ユニット（図示せず）と共に冷凍サイクルを行う冷
媒回路を構成している。図１に示すように、室内ユニット（10）は、壁掛型の室内ユニッ
トであって、ケーシング（11）と、熱交換器（16）と、ファン（17）と、ドレンパン（18
）と、フィルタ（19）と、第１および第２風向調節羽根（21,22）と、第1および第２光源
（31,32）と、反射板（41）と、制御部（50）とを備える。ケーシング（11）、ドレンパ
ン（18）、ならびに第１および第２風向調節羽根（21,22）は、空気通路（12）を形成す
る通路部材を構成している。
【００４５】
　ケーシング（11）は、図１において紙面直交方向に延びる概ね細長い中空直方体状に形
成されている。ケーシング（11）の内部には、空気が流れる空気通路（12）が形成されて
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いる。空気通路（12）は、空気を吸い込むための吸込通路（13）（すなわち、室内から吸
い込まれた空気が流れる吸込側の空気通路（12））と、空気を吹き出すための吹出通路（
14）（すなわち、室内へ吹き出される空気が流れる吹出側の空気通路（12））とを含む。
ここで、吸込通路（13）は、空気通路（12）のうち熱交換器（16）よりも上流側の部分で
ある。一方、吹出通路（14）は、空気通路（12）のうち熱交換器（16）よりも下流側の部
分であり、その風下端部は、主吹出口（14a）および副吹出口（14b）になっている。主吹
出口（14a）は、副吹出口（14b）よりも開口面積が大きく、そのため、室内ユニット（10
）から吹き出される空気のうち半分以上が主吹出口（14a）を介して室内へ吹き出される
。
【００４６】
　熱交換器（16）は、空気通路（12）に配置されている。熱交換器（16）は、冷媒回路を
流れる冷媒と空気通路（12）を流れる空気とを熱交換させるように構成されている。熱交
換器（16）は、この例では３つ設けられているが、その数はこれに限定されない。
【００４７】
　ファン（17）は、例えばクロスフローファンである。ファン（17）は、吹出通路（14）
に配置されている。ファン（17）は、回転することで空気通路（12）における空気流れを
作り出すように構成されている。この例では、ファン（17）は、概ね上方から下方に向か
う空気流れを作り出す。
【００４８】
　ドレンパン（18）は、熱交換器（16）の下方に配置されている。ドレンパン（18）は、
熱交換器（16）で空気中の水分が結露することで生じるドレン水を受けるように構成され
ている。
【００４９】
　フィルタ（19）は、吸込通路（13）に配置されている。フィルタ（19）は、ケーシング
（11）内に吸い込まれた空気中の塵埃などを除去するように構成されている。
【００５０】
　第１風向調節羽根（21）は、吹出通路（14）に配置されている。第１風向調節羽根（21
）は、上下方向に延びる複数の板状部材によって構成されている。第１風向調節羽根（21
）は、吹出空気の風向を水平方向において調節するように構成されている。
【００５１】
　第２風向調節羽根（22）は、吹出通路（14）のうち第１風向調節羽根（21）の下流に配
置されている。第２風向調節羽根（22）は、水平方向（図１における紙面直交方向）に延
びる板状部材によって構成されている。第２風向調節羽根（22）は、吹出空気の風向を上
下方向において調節するように構成されている。
【００５２】
　第１光源（31）は、例えばＬＥＤ（Light Emitting Diode）で構成されている。第１光
源（31）は、空気通路（12）のうち在室者から見えない一方で当該空気通路（12）を照ら
す位置でありかつ第１光源（31）の光を在室者が視認できる位置に配置されている。ケー
シング（11）内における第１光源（31）の位置は、在室者から見えない位置であり、第１
光源（31）が空気通路（12）を照らす位置であり、さらには、第１光源（31）の光を在室
者が視認できる位置である。具体的に、第１光源（31）は、吹出通路（14）において、ド
レンパン（18）の壁側端部（図１における右側端部）の上部に配置されている。第１光源
（31）は、ケーシング（11）の長手方向（図１における紙面直交方向）において、主吹出
口（14a）が存在する範囲の全体にわたって並んで複数配置されている。第１光源（31）
は、室内ユニット（10）の運転状態に応じて発光するように構成されている。第１光源（
31）は、例えば、室内ユニット（10）が暖房運転を行う場合には暖色系の色で発光する一
方、室内ユニット（10）が冷房運転を行う場合には寒色系の色で発光してもよい。第１光
源（31）の光は、主吹出口（14a）から漏れ出してまたは反射板（41）に反射されて在室
者に視認される。第１光源（31）の光は、主吹出口（14a）を介して在室者に視認される
一方、副吹出口（14b）を介して在室者に視認されることはない。
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【００５３】
　第２光源（32）は、例えばＬＥＤで構成されている。第２光源（32）は、空気通路（12
）のうち在室者から見えない一方で当該空気通路（12）を照らす位置でありかつ第２光源
（32）の光を在室者が視認できる位置に配置されている。ケーシング（11）内における第
２光源（32）の位置は、在室者から見えない位置であり、第２光源（32）が空気通路（12
）を照らす位置であり、さらには、第２光源（32）の光を在室者が視認できる位置である
。具体的に、第２光源（32）は、吸込通路（13）において、フィルタ（19）の上方に配置
されている。第２光源（32）は、ケーシング（11）の長手方向において、吸込口（図示せ
ず）が存在する範囲の全体にわたって並んで複数配置されている。第２光源（32）は、室
内ユニット（10）の運転状態に応じて発光するように構成されている。第２光源（32）は
、例えば、室内ユニット（10）が暖房運転を行う場合には暖色系の色で発光する一方、室
内ユニット（10）が冷房運転を行う場合には寒色系の色で発光してもよい。第２光源（32
）の光は、吸込口から漏れ出して在室者に視認される。
【００５４】
　反射板（41）は、吹出通路（14）において、ケーシング（11）の壁側内面に沿って配置
された板状の部材である。この例では、反射板（41）は、在室者が視認できる位置に配置
されている。反射板（41）は、ケーシング（11）の長手方向（図１における紙面直交方向
）のほぼ全長にわたって延びている。反射板（41）は、第１光源（31）の光を反射して室
内空間に導くように構成されている。
【００５５】
　制御部（50）は、例えば、マイクロプロセッサと、コンピュータプログラムが記録され
たメモリデバイス（具体的には半導体メモリ）とで構成されている。制御部（50）は、室
内ユニット（10）の各構成要素（例えば、ファン（17）、ならびに第１および第２風向調
節羽根（21,22）など）の動作を制御する。制御部（50）は、第１および第２風向調節羽
根（21,22）の少なくとも一方を必要に応じてスイング動作させるように構成されている
。
【００５６】
　　－主吹出口における輝度分布－
　図２は、主吹出口（14a）における第１光源（31）が発する光の輝度分布を示すグラフ
であり、縦軸が輝度を示し、横軸が主吹出口（14a）における長手方向位置（０～ｌ）を
示している。ここで、輝度の値は、主吹出口（14a）の幅方向（すなわち、長手方向と直
交する方向）における輝度の平均値である。また、輝度は、主吹出口（14a）から１ｍ離
れた位置において、水平面と４５°の角度をなす方向から測定するものとする。同図に示
すように、主吹出口（14a）では、長手方向の中央部において輝度が高く、そこから長手
方向の両端部に向かうにつれて徐々に輝度が低くなっている。
【００５７】
　本実施形態では、主吹出口（14a）は、その長手方向の全体にわたって、第１光源（31
）により略一定の明るさで光るように構成されている。具体的に、主吹出口（14a）は、
その長手方向の中央部の７０％の面積（図２のグラフの横軸において、主吹出口（14a）
の長手方向中心から左右に３５％ずつ広がる範囲）における光度（輝度を面積分したもの
であり、図２に斜線を付して示す）が、主吹出口（14a）全体の光度の７５％以上、好ま
しくは８０％以上、より好ましくは８５％以上を占める。このような輝度分布によると、
在室者にとって、主吹出口（14a）の全体が略一定の明るさで光っているように見える。
これにより、在室者に対して、空気調和装置の室内ユニット（10）の運転状態等をより明
確に知らせることができる。
【００５８】
　　－実施形態１の効果－
　本実施形態の室内ユニット（10）が備える空気通路構造は、空気通路（12）を形成する
ケーシング（11）、ドレンパン（18）、および第１風向調節羽根（21）と、上記室内ユニ
ット（10）の運転状態に応じて発光する第１および第２光源（31,32）とを備える。上記
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第１および第２光源（31,32）は、上記ケーシング（11）、上記ドレンパン（18）、およ
び上記第１風向調節羽根（21）のうち在室者から見えない一方で上記空気通路（12）を照
らす位置でありかつ上記第１および第２光源（31,32）が発した光を在室者が視認できる
位置に配置されている。したがって、第１および第２光源（31,32）を在室者が直接的に
見ることが実質的にないので、在室者に眩しすぎるなどの不快感を与えにくい。一方、室
内ユニット（10）の運転状態に応じて発光する第１および第２光源（31,32）の光は在室
者に見える。
【００５９】
　また、本実施形態の室内ユニット（10）が備える空気通路構造は、上記第１光源（31）
が、室内へ吹き出される空気が流れる吹出通路（14）に臨む位置に配置されている。した
がって、吹出通路（14）に配置された第１光源（31）の光により、室内へ吹出空気が照ら
される。例えば、冷房運転を行う場合、第１光源（31）を寒色系の色相で光らせる一方、
暖房運転を行う場合、第１光源（31）を暖色系の色相で光らせることが考えられる。この
場合、冷房運転においては涼しい印象を、暖房運転においては暖かい印象を、それぞれ在
室者に与えることができる。
【００６０】
　また、本実施形態の室内ユニット（10）が備える空気通路構造は、上記第２光源（32）
が、室内から吸い込まれた空気が流れる吸込通路（13）に臨む位置に配置されている。し
たがって、吸込通路（13）に配置された第２光源（32）の光により、室内ユニット（10）
の運転状態を在室者が認識しやすくなる。例えば、冷房運転を行う場合、第２光源（32）
を寒色系の色相で光らせる一方、暖房運転を行う場合、第２光源（32）を暖色系の色相で
光らせることが考えられる。この場合、在室者は、寒色系の色相の光を見ることで冷房運
転が行われていることを、暖色系の色相の光を見ることで暖房運転が行われていることを
、それぞれ認識することができる。
【００６１】
　また、本実施形態の室内ユニット（10）が備える空気通路構造は、上記第１光源（31）
の光を反射する反射板（41）を備える。したがって、ドレンパン（18）の裏側という在室
者から特に見えにくい位置に第１光源（31）を配置したとしても、その光を反射板（41）
で反射させて在室者に見せることができる。
【００６２】
　また、本実施形態の室内ユニット（10）は、第１および第２風向調節羽根（21,22）の
少なくとも一方をスイング動作させる制御部（50）を備える。したがって、第１および第
２風向調節羽根（21,22）の少なくとも一方のスイング動作によって在室者には第１光源
（31）の光がゆらいで見え、これにより在室者にリラックス感を与えることができる。
【００６３】
　また、本実施形態の室内ユニット（10）は、上記空気通路（12）を流れる空気を冷媒と
熱交換させる熱交換器（16）を備え、上記熱交換器（16）において温度を調節された空気
を室内へ吹き出すように構成されている。したがって、室内ユニット（10）によって室温
が調節される。
【００６４】
　また、本実施形態の室内ユニット（10）は、第１および第２光源（31,32）が、ケーシ
ング（11）の長手方向において、主吹出口（14a）および吸込口が存在する範囲の全体に
わたって並んで複数配置されている。したがって、主吹出口（14a）および吸込口の全体
にわたって第１および第２光源（31,32）の光が見え、空気調和装置の運転状態を在室者
に対して効果的に強調することができる。
【００６５】
　　－実施形態１の変形例１－
　実施形態１の変形例１について図３を参照して説明する。
【００６６】
　図３は、本変形例の空気調和装置の室内ユニット（10）の構成を概略的に示す断面図で
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ある。同図に示すように、本変形例の室内ユニット（10）は、第１光源（31）が、第１風
向調節羽根（21）の風上側端部に設けられている。すなわち、第１光源（31）は、在室者
から見て第１風向調節羽根（21）の裏側面（背面）に設けられている。したがって、第１
光源（31）は、第１風向調節羽根（21）の前側部に隠れて在室者に直接的には見えないが
、第１光源（31）の光は、主吹出口（14a）から漏れ出してまたは反射板（41）に反射さ
れて在室者に視認される。なお、第１光源（31）は、全ての第１風向調節羽根（21）の風
上側端部に設けられていてもよいし、一部の第１風向調節羽根（21）の風上側端部に設け
られていてもよい。
【００６７】
　その他の構成は、上記実施形態１と同様であり、したがって本変形例においても上記実
施形態１と同様の効果が得られる。
【００６８】
　また、本変形例の室内ユニット（10）が備える空気通路構造は、上記通路部材（11,18,
21,22）が、吹出空気の風向を調節するための第１風向調節羽根（21）を有し、上記第１
光源（31）は、上記第１風向調節羽根（21）の風上側端部に設けられている。したがって
、第１風向調節羽根（21）の風上側端部に設けられた第１光源（31）は在室者に直接的に
は見えない。一方、第１光源（31）の光は在室者に見える。
【００６９】
　　－実施形態１の変形例２－
　実施形態１の変形例２について図４を参照して説明する。
【００７０】
　図４は、本変形例の空気調和装置の室内ユニット（10）の構成を概略的に示す断面図で
ある。同図に示すように、本変形例の室内ユニット（10）は、ケーシング（11）の壁側内
面に、ケーシング（11）の長手方向に延びる凹溝（15）が形成されている。第１光源（31
）は、凹溝（15）内の全体にわたって並んで複数配置されている。そして、室内ユニット
（10）は、凹溝（15）の開口部を覆うと共に第１光源（31）を覆い、かつ第１光源（31）
の光を拡散させる拡散板（43）を備える。拡散板（43）は、拡散部材を構成している。し
たがって、第１光源（31）は、拡散板（43）によって覆われているため在室者に直接的に
は見えない。一方、拡散板（43）によって拡散された第１光源（31）の光は在室者に見え
る。
【００７１】
　その他の構成は、上記実施形態１と同様であり、したがって本変形例においても上記実
施形態１と同様の効果が得られる。
【００７２】
　また、本変形例の室内ユニット（10）が備える空気通路構造は、上記第１光源（31）を
覆いかつ上記第１光源（31）が発した光を拡散させる拡散板（43）が設けられている。し
たがって、第１光源（31）は、拡散板（43）によって覆われているため在室者に直接的に
は見えない。一方、拡散板（43）によって拡散された第１光源（31）の光は在室者に見え
る。
【００７３】
　　－実施形態１の変形例３－
　実施形態１の変形例３について図５を参照して説明する。
【００７４】
　図５は、本変形例の空気調和装置の室内ユニット（10）の構成を概略的に示す断面図で
ある。同図に示すように、本変形例の室内ユニット（10）は、第２風向調節羽根（22）の
上面に反射板（41）が設けられている。したがって、第２風向調節羽根（22）に設けられ
た反射板（41）で反射された第１光源（31）の光が在室者に見える。
【００７５】
　その他の構成は、上記実施形態１と同様であり、したがって本変形例においても上記実
施形態１と同様の効果が得られる。



(40) JP 2020-24083 A 2020.2.13

【００７６】
　また、本変形例の室内ユニット（10）が備える空気通路構造は、上記通路部材（11,18,
21,22）が、吹出空気の風向を調節するための第２風向調節羽根（22）を有し、上記反射
板（41）は、上記第２風向調節羽根（22）に設けられている。したがって、第２風向調節
羽根（22）に設けられた反射板（41）で反射された第１光源（31）の光が在室者に見える
。
【００７７】
　《実施形態２》
　実施形態２について説明する。本実施形態の空気処理装置（10）は、冷却または加熱し
た空気を室内に吹き出す空気調和装置の室内ユニット（10）として構成されている。
【００７８】
　図６は、本実施形態の空気調和装置の室内ユニット（10）の構成を概略的に示す断面図
である。室内ユニット（10）は、室外ユニット（図示せず）と共に冷凍サイクルを行う冷
媒回路を構成している。図６に示すように、室内ユニット（10）は、天井設置型（より具
体的には、天井埋込型）の室内ユニットであって、ケーシング（11）と、熱交換器（16）
と、ファン（17）と、ドレンパン（18）と、フィルタ（19）と、風向調節羽根（21）と、
第１および第２光源（31,32）と、第１および第２反射板（41,42）と、制御部（50）とを
備える。ケーシング（11）および風向調節羽根（21）は、空気通路（12）を形成する通路
部材を構成している。
【００７９】
　ケーシング（11）は、図６に示すように、概ね中空直方体状に形成されている。ケーシ
ング（11）は、天井（60）に埋め込まれている。ケーシング（11）の内部には、空気が流
れる空気通路（12）が形成されている。空気通路（12）は、空気を吸い込むための吸込通
路（13）と、空気を吹き出すための吹出通路（14）とを含む。ここで、吸込通路（13）は
、空気通路（12）のうち熱交換器（16）よりも上流側の部分であり、その風上端部は吸込
口（13a）になっている。一方、吹出通路（14）は、空気通路（12）のうち熱交換器（16
）よりも下流側の部分であり、その風下端部は吹出口（14a）になっている。
【００８０】
　熱交換器（16）は、空気通路（12）に配置されている。熱交換器（16）は、冷媒回路を
流れる冷媒と空気通路（12）を流れる空気とを熱交換させるように構成されている。熱交
換器（16）は、この例では１つ設けられているが、その数はこれに限定されない。
【００８１】
　ファン（17）は、吸込通路（13）に配置されている。ファン（17）は、例えばターボフ
ァンである。ファン（17）は、回転することで空気通路（12）における空気流れを作り出
すように構成されている。この例では、ファン（17）は、概ねケーシング（11）の中央部
から外周部へ向かう空気流れを作り出す。
【００８２】
　ドレンパン（18）は、熱交換器（16）の下方に配置されている。ドレンパン（18）は、
熱交換器（16）で空気中の水分が結露することで生じるドレン水を受けるように構成され
ている。
【００８３】
　フィルタ（19）は、吸込通路（13）に配置されている。フィルタ（19）は、ケーシング
（11）内に吸い込まれた空気中の塵埃などを除去するように構成されている。
【００８４】
　風向調節羽根（21）は、吹出通路（14）に配置されている。風向調節羽根（21）は、水
平方向に延びる板状部材によって構成されている。風向調節羽根（21）は、吹出空気の風
向を上下方向において調節するように構成されている。
【００８５】
　第１光源（31）は、例えばＬＥＤで構成されている。第１光源（31）は、空気通路（12
）のうち在室者から見えない一方で当該空気通路（12）を照らす位置でありかつ第１光源
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（31）の光を在室者が視認できる位置に配置されている。ケーシング（11）内における第
１光源（31）の位置は、在室者から見えない位置であり、第１光源（31）が空気通路（12
）を照らす位置であり、さらには、第１光源（31）の光を在室者が視認できる位置である
。具体的に、第１光源（31）は、吹出通路（14）において、ケーシング（11）の吹出口（
14a）近傍の内面に配置されている。第１光源（31）は、ケーシング（11）の周方向にお
いて、吹出口（14a）が存在する範囲の全体にわたって並んで複数配置されている。第１
光源（31）は、室内ユニット（10）の運転状態に応じて発光するように構成されている。
第１光源（31）は、例えば、室内ユニット（10）が暖房運転を行う場合には暖色系の色で
発光する一方、室内ユニット（10）が冷房運転を行う場合には寒色系の色で発光してもよ
い。第１光源（31）の光は、吹出口（14a）から漏れ出してまたは第１反射板（41）に反
射されて在室者に視認される。
【００８６】
　第２光源（32）は、例えばＬＥＤで構成されている。第２光源（32）は、空気通路（12
）のうち在室者から見えない一方で当該空気通路（12）を照らす位置でありかつ第２光源
（32）の光を在室者が視認できる位置に配置されている。ケーシング（11）内における第
２光源（32）の位置は、在室者から見えない位置であり、第２光源（32）が空気通路（12
）を照らす位置であり、さらには、第２光源（32）の光を在室者が視認できる位置である
。具体的に、第２光源（32）は、吸込通路（13）において、ケーシング（11）の吸込口（
13a）近傍の内面に配置されている。第２光源（32）は、ケーシング（11）の周方向にお
いて、吸込口（13a）が存在する範囲の全体にわたって並んで複数配置されている。第２
光源（32）は、空気調和装置の運転状態に応じて発光するように構成されている。第２光
源（32）は、例えば、室内ユニット（10）が暖房運転を行う場合には暖色系の色で発光す
る一方、空気調和装置が冷房運転を行う場合には寒色系の色で発光してもよい。第２光源
（32）の光は、吸込口（13a）から漏れ出してまたは第２反射板（42）に反射されて在室
者に視認される。
【００８７】
　第１反射板（41）は、吹出通路（14）において、ケーシング（11）の中心側の壁面に沿
って配置された板状の部材である。この例では、第１反射板（41）は、在室者が視認でき
る位置に配置されている。第１反射板（41）は、ケーシング（11）の周方向に延びている
。第１反射板（41）は、第１光源（31）の光を反射して室内空間に導くように構成されて
いる。
【００８８】
　第２反射板（42）は、吸込通路（13）において、ケーシング（11）の外周側の壁面に沿
って配置された板状の部材である。この例では、第２反射板（42）は、在室者が視認でき
る位置に配置されている。第２反射板（42）は、ケーシング（11）の周方向に延びている
。第２反射板（42）は、第２光源（32）の光を反射して室内空間に導くように構成されて
いる。
【００８９】
　制御部（50）は、例えば、マイクロプロセッサと、コンピュータプログラムが記録され
たメモリデバイス（具体的には半導体メモリ）とで構成されている。制御部（50）は、室
内ユニット（10）の各構成要素（例えば、ファン（17）、ならびに風向調節羽根（21）な
ど）の動作を制御する。制御部（50）は、風向調節羽根（21）を必要に応じてスイング動
作させるように構成されている。
【００９０】
　　－実施形態２の効果－
　本実施形態の室内ユニット（10）によっても、上記実施形態１と同様の効果を得ること
ができる。
【００９１】
　《実施形態３》
　実施形態３について説明する。本実施形態の空気処理装置（10）は、冷却または加熱し
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た空気を室内に吹き出す空気調和装置の室内ユニット（10）として構成されている。
【００９２】
　図７は、本実施形態の空気調和装置の室内ユニット（10）の構成を概略的に示す断面図
である。室内ユニット（10）は、室外ユニット（図示せず）と共に冷凍サイクルを行う冷
媒回路を構成している。図７に示すように、室内ユニット（10）は、天井設置型（より具
体的には、天井吊下げ型）の室内ユニットであって、ケーシング（11）と、熱交換器（16
）と、ファン（17）と、第１および第２風向調節羽根（21,22）と、光源（31）と、反射
板（41）と、制御部（50）とを備える。ケーシング（11）ならびに第１および第２風向調
節羽根（21,22）は、空気通路（12）を形成する通路部材を構成している。
【００９３】
　ケーシング（11）は、図７に示すように、概ね中空直方体状に形成されている。ケーシ
ング（11）は、天井（60）に吊り下げられている。ケーシング（11）の内部には、空気が
流れる空気通路（12）が形成されている。空気通路（12）は、空気を吸い込むための吸込
通路（13）と、空気を吹き出すための吹出通路（14）とを含む。ここで、吸込通路（13）
は、空気通路（12）のうち熱交換器（16）よりも上流側の部分であり、その風上端部は吸
込口（13a）になっている。一方、吹出通路（14）は、空気通路（12）のうち熱交換器（1
6）よりも下流側の部分であり、その風下端部は吹出口（14a）になっている。
【００９４】
　熱交換器（16）は、空気通路（12）に配置されている。熱交換器（16）は、冷媒回路を
流れる冷媒と空気通路（12）を流れる空気とを熱交換させるように構成されている。熱交
換器（16）は、この例では１つ設けられているが、その数はこれに限定されない。
【００９５】
　ファン（17）は、吸込通路（13）に配置されている。ファン（17）は、例えばシロッコ
ファンである。ファン（17）は、回転することで空気通路（12）における空気流れを作り
出すように構成されている。この例では、ファン（17）は、図７において概ね右方から左
方へ向かう空気流れを作り出す。
【００９６】
　第１風向調節羽根（21）は、吹出通路（14）に配置されている。第１風向調節羽根（21
）は、上下方向に延びる複数の板状部材によって構成されている。第１風向調節羽根（21
）は、吹出空気の風向を水平方向において調節するように構成されている。第１風向調節
羽根（21）は、例えばユーザが手動で向きを調節できるものであってもよい。
【００９７】
　第２風向調節羽根（22）は、吹出通路（14）に配置されている。第２風向調節羽根（22
）は、水平方向に延びる板状部材によって構成されている。第２風向調節羽根（22）は、
吹出空気の風向を上下方向において調節するように構成されている。
【００９８】
　光源（31）は、例えばＬＥＤで構成されている。光源（31）は、空気通路（12）のうち
在室者から見えない一方で当該空気通路（12）を照らす位置でありかつ光源（31）の光を
在室者が視認できる位置に配置されている。ケーシング（11）内における光源（31）の位
置は、在室者から見えない位置であり、光源（31）が空気通路（12）を照らす位置であり
、さらには、光源（31）の光を在室者が視認できる位置である。具体的に、光源（31）は
、吹出通路（14）において、第１風向調節羽根（21）の下方に配置されている。光源（31
）は、ケーシング（11）の幅方向（図７における紙面直交方向）において、吹出口（14a
）が存在する範囲の全体にわたって並んで複数配置されている。光源（31）は、室内ユニ
ット（10）の運転状態に応じて発光するように構成されている。光源（31）は、例えば、
室内ユニット（10）が暖房運転を行う場合には暖色系の色で発光する一方、室内ユニット
（10）が冷房運転を行う場合には寒色系の色で発光してもよい。光源（31）の光は、吹出
口（14a）から漏れ出してまたは反射板（41）に反射されて在室者に視認される。
【００９９】
　反射板（41）は、第２風向調節羽根（22）の一方の面に設けられた板状の部材である。
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この例では、反射板（41）は、在室者が視認できる位置に配置されている。反射板（41）
は、ケーシング（11）の幅方向に延びている。反射板（41）は、光源（31）の光を反射し
て室内空間に導くように構成されている。
【０１００】
　制御部（50）は、例えば、マイクロプロセッサと、コンピュータプログラムが記録され
たメモリデバイス（具体的には半導体メモリ）とで構成されている。制御部（50）は、室
内ユニット（10）の各構成要素（例えば、ファン（17）および第２風向調節羽根（22）な
ど）の動作を制御する。制御部（50）は、第２風向調節羽根（22）を必要に応じてスイン
グ動作させるように構成されている。
【０１０１】
　　－実施形態３の効果－
　本実施形態の室内ユニット（10）によっても、上記実施形態１と同様の効果を得ること
ができる。
【０１０２】
　《実施形態４》
　実施形態４について説明する。本実施形態の空気処理装置（110）は、冷却または加熱
した空気を室内に吹き出す空気調和装置（110）として構成されている。
【０１０３】
　図８は、実施形態４の空気調和装置（110）の概略構成図である。同図に示すように、
空気調和装置（110）は、複数の室内空間（180）に対する空気調和を行うダクト式の空気
調和装置として構成されている。空気調和装置（110）は、ケーシング（111）と、少なく
とも１つの吸込ユニット（121）と、少なくとも１つの吹出ユニット（131）と、第１光源
（141）および第２光源（142）と、第１反射板（151）および第２反射板（152）と、制御
部（160）とを備える。ケーシング（111）は、装置本体を構成しており、ケーシング（11
1）、吸込ユニット（121）、および吹出ユニット（131）は、空気通路（112）を形成する
通路部材を構成している。
【０１０４】
　ケーシング（111）と、吸込ユニット（121）および吹出ユニット（131）と、後述する
吸込ダクト（120）および吹出ダクト（130）との内部には、空気が流れる空気通路（112
）が形成されている。空気通路（112）は、空気を吸い込むための吸込通路（113）（すな
わち、室内から吸い込まれた空気が流れる吸込側の空気通路（112））と、空気を吹き出
すための吹出通路（114）（すなわち、室内へ吹き出される空気が流れる吹出側の空気通
路（112））とを含む。ここで、吸込通路（113）は、空気通路（112）のうち熱交換器よ
りも上流側の部分である。一方、吹出通路（114）は、空気通路（112）のうち熱交換器よ
りも下流側の部分である。
【０１０５】
　ケーシング（111）は、天井裏の空間に配置された略直方体状の箱体である。ケーシン
グ（111）には、吸込口（111a）および吹出口（111b）が形成されている。ケーシング（1
11）の内部には、それぞれ図示を省略する、熱交換器およびファン等が収容されている。
熱交換器は、それぞれ図示を省略する、圧縮機、四方切換弁、室外熱交換器、および膨張
弁と共に冷媒回路を構成している。
【０１０６】
　吸込ユニット（121）は、天井（170）に設けられていて、室内空間（180）に臨んでい
る。図９に示すように、吸込ユニット（121）の下面には、室内空気を吸い込むためのユ
ニット吸込口（121a）が形成されている。吸込ユニット（121）は、吸込ダクト（120）を
介してケーシング（111）の吸込口（111a）に接続されている。ファンが駆動されると、
吸込ユニット（121）および吸込ダクト（120）を介して、ケーシング（111）内に室内空
気が吸い込まれる。
【０１０７】
　吹出ユニット（131）は、天井（170）に設けられていて、室内空間（180）に臨んでい
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る。図１０に示すように、吹出ユニット（131）には、室内へ調和空気を吹き出すための
ユニット吹出口（131a）が形成されている。このユニット吹出口（131a）には、複数層に
重なった傘状の吹出グリル（131b）が設けられている。吹出ユニット（131）は、吹出ダ
クト（130）を介してケーシング（111）の吹出口（111b）に接続されている。ファンが駆
動されると、吹出ダクト（130）および吹出ユニット（131）を介して、ケーシング（111
）から室内空間（180）へ空気が吹き出される。
【０１０８】
　第１光源（141）は、例えばＬＥＤで構成されている。第１光源（141）は、空気通路（
112）のうち在室者から見えない一方で当該空気通路（112）を照らす位置でありかつ第１
光源（141）の光を在室者が視認できる位置に配置されている。ケーシング（111）内にお
ける第１光源（141）の位置は、在室者から見えない位置であり、第１光源（141）が空気
通路（112）を照らす位置であり、さらには、第１光源（141）の光を在室者が視認できる
位置である。具体的に、第１光源（141）は、吸込通路（113）において、吸込ユニット（
121）の内部に配置されている。第１光源（141）の光は、ユニット吸込口（121a）から漏
れ出してまたは第１反射板（151）に反射されて在室者に視認される。
【０１０９】
　第２光源（142）は、例えばＬＥＤで構成されている。第２光源（142）は、空気通路（
112）のうち在室者から見えない一方で当該空気通路（112）を照らす位置でありかつ第２
光源（142）の光を在室者が視認できる位置に配置されている。ケーシング（111）内にお
ける第２光源（142）の位置は、在室者から見えない位置であり、第２光源（142）が空気
通路（112）を照らす位置であり、さらには、第２光源（142）の光を在室者が視認できる
位置である。具体的に、第２光源（142）は、吹出通路（114）において、吹出ユニット（
131）の吹出グリル（131b）に設けられている。第２光源（142）は、吹出グリル（131b）
の全周にわたって並んで複数配置されている。第２光源（142）の光は、吹出グリル（131
b）から漏れ出してまたは第２反射板（152）に反射されて在室者に視認される。
【０１１０】
　第１反射板（151）は、吸込ユニット（121）の内部に配置された板状の部材である。第
１反射板（151）は、第１光源（141）の光を反射して室内空間（180）に導くように構成
されている。
【０１１１】
　第２反射板（152）は、吹出ユニット（131）において、吹出グリル（131b）の内周面に
沿って配置された環状かつ板状の部材である。第２反射板（152）は、第２光源（142）の
光を反射して室内空間（180）に導くように構成されている。
【０１１２】
　制御部（160）は、例えば、マイクロプロセッサと、コンピュータプログラムが記録さ
れたメモリデバイス（具体的には半導体メモリ）とで構成されている。制御部（160）は
、空気調和装置（110）の各構成要素（例えば、ファンなど）の動作を制御する。
【０１１３】
　　－実施形態４の効果－
　本実施形態の空気調和装置（110）によっても、上記実施形態１と同様の効果を得るこ
とができる。
【０１１４】
　また、本実施形態の空気調和装置（110）は、空気を処理するケーシング（111）と、室
内空気を吸い込んで上記ケーシング（111）に送るための吸込ユニット（121）と、上記ケ
ーシング（111）から送られた供給空気を室内に吹き出すための吹出ユニット（131）とを
備え、上記吸込ユニット（121）および上記吹出ユニット（131）の少なくとも一方が、本
開示に係る空気通路構造を備える。したがって、室内空気が吸込ユニット（121）に吸い
込まれる。そして、吸込ユニット（121）に吸い込まれた室内空気は、ケーシング（111）
へ送られる。一方、ケーシング（111）から吹出ユニット（131）へ供給空気が送られる。
そして、吹出ユニット（131）に送られた供給空気は室内へ吹き出される。
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【０１１５】
　《実施形態５》
　実施形態５について説明する。本実施形態の空気処理装置（210）は、温度および湿度
を調節した外気を室内に吹き出す換気装置（210）として構成されている。
【０１１６】
　図１１は、実施形態５の換気装置（210）の概略構成図である。同図に示すように、換
気装置（210）は、複数の室内空間（280）に対する換気を行うダクト式の換気装置として
構成されている。換気装置（210）は、ケーシング（211）と、少なくとも１つの吸込ユニ
ット（230）と、少なくとも１つの吹出ユニット（231）と、第１光源（241）および第２
光源（242）と、第１反射板（251）および第２反射板（252）と、制御部（260）とを備え
る。ケーシング（211）は、装置本体を構成しており、ケーシング（211）、吸込ユニット
（230）、および吹出ユニット（231）は、空気通路（212）を形成する通路部材を構成し
ている。
【０１１７】
　ケーシング（211）と、吸込ユニット（230）および吹出ユニット（231）と、後述する
第１および第２吸込ダクト（221,222）ならびに第１および第２吹出ダクト（223,224）と
の内部には、空気が流れる空気通路（212）が形成されている。空気通路（212）は、空気
を吸い込むための第１および第２吸込通路（213,214）（すなわち、室内から吸い込まれ
た空気が流れる吸込側の空気通路（212））と、空気を吹き出すための第１および第２吹
出通路（215,216）（すなわち、室内へ吹き出される空気が流れる吹出側の空気通路（212
））とを含む。
【０１１８】
　ここで、第１吸込通路（213）は、空気通路（212）のうち吸込ユニット（230）および
第１吸込ダクト（221）によって構成される部分である。また、第２吸込通路（213）は、
空気通路（212）のうち第２吸込ダクト（222）によって構成される部分である。一方、第
１吹出通路（215）は、空気通路（212）のうち第１吹出ダクト（223）および吹出ユニッ
ト（231）によって構成される部分である。また、第２吹出通路（216）は、空気通路（21
2）のうち第２吹出ダクト（224）によって構成される部分である。
【０１１９】
　ケーシング（211）は、天井裏の空間に配置された略直方体状の箱体である。ケーシン
グ（211）には、第１吸込口（211a）および第２吸込口（211b）と、第１吹出口（211c）
および第２吹出口（211d）とが形成されている。ケーシング（211）の内部には、それぞ
れ図示を省略する、熱交換器、ファン、圧縮機、および流路切替機構等が収容されている
。熱交換器は、温度調節部を構成している。
【０１２０】
　第１吸込口（211a）は、室内空間（280）からケーシング（211）内へ室内空気を導くた
めのものであって、第１吸込ダクト（221）を介して吸込ユニット（230）に接続されてい
る。第２吸込口（211b）は、室外空間からケーシング（211）内へ室外空気を導くための
ものであって、第２吸込ダクト（222）を介して室外空間へ連通している。第１吹出口（2
11c）は、ケーシング（211）内から室内空間（280）へ空気を導くためのものであって、
第１吹出ダクト（223）を介して吹出ユニット（231）に接続されている。第２吹出口（21
1d）は、ケーシング（211）内から室外空間へ空気を導くためのものであって、第２吹出
ダクト（224）を介して室外空間へ連通している。
【０１２１】
　吸込ユニット（230）、吹出ユニット（231）、第１光源（241）、第２光源（242）、第
１反射板（351）、および第２反射板（252）の構成は、上記実施形態４のものと同様であ
るので、ここではその詳細な説明および図示を省略する。
【０１２２】
　制御部（260）は、例えば、マイクロプロセッサと、コンピュータプログラムが記録さ
れたメモリデバイス（具体的には半導体メモリ）とで構成されている。制御部（260）は
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、換気装置（210）の各構成要素（例えば、ファンなど）の動作を制御する。
【０１２３】
　換気装置（210）は、ファンおよび圧縮機を駆動すると共に流路切替機構によってケー
シング（211）内の流路を切り替えることにより、第２吸込口（211b）から吸い込んだ室
外空気の温度や湿度を調節したものを第１吹出口（211c）から室内空間（280）へ供給す
る一方、第１吸込口（211a）から吸い込んだ室内空気を第２吹出口（211d）から室外空間
へ排出するように構成されている。
【０１２４】
　　－実施形態５の効果－
　本実施形態の換気装置（210）によっても、上記実施形態４と同様の効果を得ることが
できる。
【０１２５】
　また、本実施形態の換気装置（210）は、上記ケーシング（211）が、上記吸込ユニット
（230）から送られた室内空気を室外へ排出し、かつ室外から吸い込んだ室外空気を上記
吹出ユニット（231）へ送るように構成されている。したがって、換気装置（211）によっ
て室内空間が換気される。
【０１２６】
　《実施形態６》
　実施形態６について説明する。本実施形態の空気処理装置（310）は、吸い込んだ室内
空気を浄化して室内に吹き出す空気清浄機（310）として構成されている。
【０１２７】
　－空気清浄機の構成－
　図１２および図１３に示すように、本実施形態の空気清浄機（310）は、ケーシング（3
11）と、このケーシング（311）内に収容されたプレフィルタ（321）、集塵フィルタ（32
2）、消臭フィルタ（323）、およびファン（324）と、第１光源（331）および第２光源（
332）と、第１反射板（341）および第２反射板（342）と、制御部（350）とを有する。ケ
ーシング（311）は、空気通路（360）を形成する通路部材を構成している。プレフィルタ
（321）、集塵フィルタ（322）、および消臭フィルタ（323）は、浄化器を構成している
。
【０１２８】
　ケーシング（311）は、ケーシング本体（312）と、このケーシング本体（312）の前側
（すなわち、図１２における左側）に配置された前面パネル（315）と、ケーシング本体
（312）の後側の上部に回動可能に支持された吹出口カバー（316）とを有する。
【０１２９】
　ケーシング（311）の内部には、空気が流れる空気通路（360）が形成されている。空気
通路（360）は、空気を吸い込むための吸込通路（361）（すなわち、室内から吸い込まれ
た空気が流れる吸込側の空気通路（360））と、空気を吹き出すための吹出通路（362）（
すなわち、室内へ吹き出される空気が流れる吹出側の空気通路（1360））とを含む。ここ
で、吸込通路（361）は、空気通路（360）のうちプレフィルタ（321）よりも上流側の部
分である。一方、吹出通路（362）は、空気通路（360）のうち消臭フィルタ（323）より
も下流側の部分である。
【０１３０】
　ケーシング本体（312）と前面パネル（315）との間には、その左右および下部に、室内
空気を吸い込むための吸込口（313）が形成されている。各吸込口（313）は、吸込通路（
361）の入口になっている。ケーシング本体（312）の後側の上面には、浄化空気を室内に
吹き出すための吹出口（314）が形成されている。吹出口（314）は、吹出通路（362）の
出口になっている。吹出口（314）は、吹出口カバー（316）によって開閉可能になってい
る。
【０１３１】
　第１光源（331）は、例えばＬＥＤで構成されている。第１光源（331）は、空気通路（
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360）のうち在室者から見えない一方で当該空気通路（360）を照らす位置でありかつ第１
光源（331）の光を在室者が視認できる位置に配置されている。ケーシング（311）内にお
ける第１光源（331）の位置は、在室者から見えない位置であり、第１光源（331）が空気
通路（360）を照らす位置であり、さらには、第１光源（331）の光を在室者が視認できる
位置である。具体的に、第１光源（331）は、図１３に示すように、前面パネル（315）の
裏面に配置されている。また、第１光源（331）は、吸込口（313）の近傍に配置されてい
る。第１光源（331）は、当該吸込口（313）が延びる範囲の全体にわたって並んで複数配
置されている。第１光源（331）の光は、吸込口（313）から漏れ出してまたは第１反射板
（341）に反射されて在室者に視認される。
【０１３２】
　第２光源（332）は、例えばＬＥＤで構成されている。第２光源（332）は、空気通路（
360）のうち在室者から見えない一方で当該空気通路（360）を照らす位置でありかつ第２
光源（332）の光を在室者が視認できる位置に配置されている。ケーシング（311）内にお
ける第２光源（332）の位置は、在室者から見えない位置であり、第２光源（332）が空気
通路（360）を照らす位置であり、さらには、第２光源（332）の光を在室者が視認できる
位置である。具体的に、第２光源（232）は、図１２に示すように、ケーシング本体（312
）の吹出口（314）の近傍においてケーシング本体（312）の内部に配置されている。第２
光源（332）は、ケーシング本体（312）の幅方向（すなわち、図１２における紙面直交方
向）において、吹出口（314）が存在する範囲の全体にわたって並んで複数配置されてい
る。第２光源（332）の光は、吹出口（314）から漏れ出してまたは第２反射板（342）に
反射されて在室者に視認される。
【０１３３】
　第１反射板（341）は、吸込口（313）の近傍において、ケーシング本体（312）の壁面
に沿って配置された板状の部材である。左右の吸込口（313）の近傍に配置された第１反
射板（341）は、上下方向に延びており、下部の吸込口（313）の近傍に配置された第１反
射板（341）は、左右方向に延びている。第１反射板（341）は、第１光源（331）の光を
反射して室内空間に導くように構成されている。
【０１３４】
　第２反射板（342）は、吹出口（314）の近傍において、ケーシング本体（312）の内部
に配置された板状の部材である。第２反射板（342）は、ケーシング本体（312）の幅方向
に延びている。第２反射板（342）は、第２光源（332）の光を反射して室内空間に導くよ
うに構成されている。
【０１３５】
　制御部（350）は、例えば、マイクロプロセッサと、コンピュータプログラムが記録さ
れたメモリデバイス（具体的には半導体メモリ）とで構成されている。制御部（350）は
、空気清浄機（310）の各構成要素（例えば、ファンなど）の動作を制御する。
【０１３６】
　　－運転動作－
　次に、空気清浄機（310）の運転動作について説明する。空気清浄機（310）の運転時に
は、ファン（324）が駆動される。これにより、吸込口（313）を介して室内空気がケーシ
ング（311）内に吸い込まれ、プレフィルタ（321）、集塵フィルタ（322）、および消臭
フィルタ（323）で浄化された空気が吹出口（314）を介して室内空間へ吹き出される。
【０１３７】
　　－実施形態６の効果－
　本実施形態の空気清浄機（310）によっても、上記実施形態１と同様の効果を得ること
ができる。
【０１３８】
　また、本実施形態の空気清浄機（310）は、上記空気通路（360）を流れる空気を浄化す
るプレフィルタ（321）、集塵フィルタ（322）、および消臭フィルタ（323）を備え、上
記プレフィルタ（321）、上記集塵フィルタ（322）、および上記消臭フィルタ（323）に
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おいて浄化された空気を室内へ吹き出すように構成されている。したがって、空気清浄機
（310）によって室内空気が浄化される。
【０１３９】
　《実施形態７》
　実施形態７について説明する。本実施形態の空気処理システム（401）は、図１４に示
すように、上記実施形態１に係る空気調和装置の室内ユニット（410）（第１の空気処理
装置）と、上記実施形態６に係る空気清浄機（440）（第２の空気処理装置）とを備える
。ただし、空気清浄機（440）が有する光源（423,424）を第３光源（423）および第４光
源（424）とする。そして、室内ユニット（410）の制御部（430）と空気清浄機（440）の
制御部（450）とは、有線または無線によって互いに通信可能に構成されている。
【０１４０】
　図１５に示すように、空気処理システム（401）では、第１～第４光源（421～424）が
発する光の色相が統一される。例えば、室内ユニット（410）の運転モードに応じて、す
なわち室内ユニット（410）が暖房運転を行っているか冷房運転を行っているかに応じて
、前者では第１～第４光源（421～424）が発する光の色相が暖色系（例えば、橙色）に統
一される一方、後者では第１～第４光源（421～424）が発する光の色相が寒色系（例えば
、青色）に統一される。
【０１４１】
　　－実施形態７の効果－
　本実施形態の空気処理システム（401）によっても、上記実施形態１および上記実施形
態６と同様の効果を得ることができる。
【０１４２】
　また、本実施形態の空気処理システム（401）は、本開示に係る空気通路構造と、上記
空気通路を流れる空気を冷媒と熱交換させる熱交換器とを有し、上記熱交換器において温
度を調節された空気を室内へ吹き出す室内ユニット（410）と、本開示に係る空気通路構
造と、上記空気通路を流れる空気を浄化する浄化器とを有し、上記浄化器において浄化さ
れた空気を室内へ吹き出す空気清浄機（440）と、上記室内ユニット（410）が備える上記
第１および第２光源（421,422）の光の色相と、上記空気清浄機（440）が備える上記第３
および第４光源（423,424）の光の色相とが互いに同じになるように双方の上記光源（421
～424）を制御する制御部（430,450）とを備える。したがって、室内ユニット（410）に
よって室温が調節されると共に、空気清浄機（440）によって室内空気が浄化される。そ
して、室内ユニット（410）が備える第１および第２光源（421,422）の光の色相と、空気
清浄機（440）が備える第３および第４光源（423,424）の光の色相とが互いに同じになる
ため、室内ユニット（410）および空気清浄機（440）を見る在室者に対して統一感のある
美感を起こさせることができる。
【０１４３】
　《実施形態８》
　実施形態８について説明する。本実施形態の室内ユニット（10）は、第１光源（31）の
配置などが上記実施形態１と異なる。以下、上記実施形態１と異なる点について主に説明
する。
【０１４４】
　図１６は、本実施形態の空気調和装置の室内ユニット（10）の構成を概略的に示す断面
図である。同図に示すように、本実施形態の室内ユニット（10）は、第１光源（31）が、
ケーシング（11）のうちファン（17）と対向する位置に設けられている。具体的に、第１
光源（31）は、ケーシング（11）の壁面（スクロール面）における在室者から見てファン
（17）の裏側に設けられている。したがって、第１光源（31）は、ファン（17）に隠れて
在室者に直接的には見えないが、第１光源（31）の光は、ファン（17）および反射板（41
）に反射されて在室者に視認される。
【０１４５】
　ファン（17）の表面の全体には、反射率の高い表面処理（例えば、めっき処理）が施さ
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れている。あるいは、ファン（17）そのものが、反射率の高い材料で作られていてもよい
。
【０１４６】
　ファン（17）の表面の全体には、光を受けて防かび・除菌効果を発揮する光触媒（図示
せず）が設けられる。なお、ファン（17）の表面は、一部のみにそのような光触媒が設け
られてもよい。
【０１４７】
　　－実施形態８の効果－
　本実施形態の室内ユニット（10）によっても、上記実施形態１と同様の効果を得ること
ができる。
【０１４８】
　また、本実施形態の室内ユニット（10）は、上記空気通路（12）における空気流れを発
生させるファン（17）を備え、上記第１光源（31）が、上記ケーシング（11）のうち上記
ファン（17）と対向する位置に設けられ、上記第１光源（31）の光が、少なくとも上記フ
ァン（17）に反射されて在室者に視認されるように構成される。したがって、第１光源（
31）の光が、少なくともファン（17）に反射されて在室者に視認される。
【０１４９】
　また、本実施形態の室内ユニット（10）は、上記ファン（17）の表面の全体が、光を受
けて防かび・除菌効果を発揮する光触媒が設けられる。したがって、光触媒に第１および
第２光源（31,32）の光が当たることで、ファン（17）の表面の全体において、かびや菌
が繁殖することが抑止される。
【０１５０】
　《実施形態９》
　実施形態９について説明する。本実施形態の室内ユニット（10）は、光源ユニット（30
）を備える点で上記実施形態１と異なる。以下、上記実施形態１と異なる点について主に
説明する。
【０１５１】
　図１７は、本実施形態の空気調和装置の室内ユニット（10）の構成を概略的に示す断面
図である。同図に示すように、本実施形態の室内ユニット（10）は、第１光源（31）、導
光板（33）、反射シート（34）、および拡散シート（35）を有する光源ユニット（30）を
備える。導光板（33）は、案内部材を構成している。
【０１５２】
　光源ユニット（30）は、ケーシング（11）の壁面（スクロール面）に、例えばねじ止め
によって着脱可能に取り付けられる。光源ユニット（30）は、全体として、図１７におけ
る紙面直交方向に延びる湾曲板状に形成される。光源ユニット（30）は、ケーシング（11
）の壁面に沿った形状になっている。光源ユニット（30）には、室内ユニット（10）から
電力を受けるための配線（図示せず）が接続される。
【０１５３】
　光源ユニット（30）において、第１光源（31）は、導光板（33）の一端部において当該
導光板（33）と一体化されている。導光板（33）は、例えば透明または半透明の樹脂材料
でできていて、その他端部へ第１光源（31）の光を案内する。反射シート（34）は、導光
板（33）の一方の面（ケーシング（11）の壁面側の面）に設けられる。反射シート（34）
は、第１光源（31）の光を反射する。拡散シート（35）は、導光板（33）の他方の面に設
けられる。拡散シート（35）は、第１光源（31）の光を透過および拡散させる。なお、反
射シート（34）と拡散シート（35）は、設けられていなくてもよい。
【０１５４】
　光源ユニット（30）の上には、整流板（44）が設けられる。整流板（44）は、図１７に
おける紙面直交方向に延びる湾曲板状に形成される。整流板（44）の上端部は、ケーシン
グ（11）の壁面に沿っている。整流板（44）の下端部は、光源ユニット（30）の他方の面
（拡散シート（35）が設けられる面）に沿っている。これにより、ケーシング（11）の壁
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面と、光源ユニット（30）の他方の面との間の段差が整流板（44）で覆われる。このよう
な整流板（44）によると、光源ユニット（30）を設ける場合に、空気通路（12）（より具
体的には、吹出通路（14））で空気流れが乱れるのを抑止できる。
【０１５５】
　光源ユニット（30）が備える第１光源（31）は、ケーシング（11）のうちファン（17）
と対向する位置に配置される。具体的に、第１光源（31）は、ケーシング（11）の壁面（
スクロール面）における在室者から見てファン（17）の裏側に配置される。したがって、
第１光源（31）は、ファン（17）に隠れて在室者に直接的には見えないが、第１光源（31
）の光は、導光板（33）に案内されて在室者に視認される。
【０１５６】
　　－実施形態９の効果－
　本実施形態の室内ユニット（10）によっても、上記実施形態１と同様の効果を得ること
ができる。
【０１５７】
　また、本実施形態の室内ユニット（10）は、上記第１光源（31）と、該第１光源（31）
に一体化されて上記第１光源（31）の光を案内する導光板（33）とを有する光源ユニット
（30）を備え、上記光源ユニット（30）が、上記ケーシング（11）に取り付けられる。し
たがって、ケーシング（11）に光源ユニット（30）を取り付けることで、室内ユニット（
10）に第１光源（31）を取り付けることができる。第１光源（31）の光は、導光板（33）
に案内されて在室者に視認される。
【０１５８】
　また、本実施形態の室内ユニット（10）は、上記光源ユニット（30）が、上記ケーシン
グ（11）の壁面に沿った形状になっている。したがって、光源ユニット（30）によって空
気通路（12）（より具体的には、吹出通路（14））における空気の流れが妨げられるのを
抑止できる。
【０１５９】
　　－実施形態９の変形例－
　実施形態９の変形例について図１８を参照して説明する。
【０１６０】
　図１８は、本変形例の空気調和装置の室内ユニット（10）の構成を概略的に示す断面図
である。同図に示すように、本変形例の室内ユニット（10）は、ケーシング（11）の壁面
（スクロール面）に凹部（11a）が形成されている。この凹部（11a）には、光源ユニット
（30）が収容される。凹部（11a）に収容された光源ユニット（30）の他方の面（拡散シ
ート（35）が設けられる面）は、凹部（11a）の周囲の壁面と共に滑らかな曲面を構成し
ている。なお、光源ユニット（30）を設けない場合には、光源ユニット（30）と実質的に
同じ形状のダミー部品（図示せず）が凹部（11a）に嵌められてもよい。
【０１６１】
　その他の構成は、上記実施形態９と同様であり、したがって本変形例においても上記実
施形態９と同様の効果が得られる。
【０１６２】
　また、本変形例の室内ユニット（10）は、上記ケーシング（11）の壁面に上記光源ユニ
ット（30）を収容する凹部（11a）が形成されており、上記凹部（11a）に収容された上記
光源ユニット（30）の他方の面（露出面）が、上記凹部（11a）の周囲の上記ケーシング
（11）の壁面と共に滑らかな面を構成している。したがって、光源ユニット（30）が凹部
（11a）に収容された状態で、当該光源ユニット（30）の周縁部で段差が形成されない。
このため、空気通路（12）（より具体的には、吹出通路（14））において空気がスムーズ
に流れる。
【０１６３】
　《その他の実施形態》
　上記実施形態については、以下のような構成としてもよい。
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【０１６４】
　例えば、各種の空気処理装置（10,110,210,310,410,440）において、主吹出口および副
吹出口が設けられていてもよい。この場合において、吹出通路に設けられる光源の光は、
主吹出口を介してのみ在室者が視認できるようになっていることが好ましい。
【０１６５】
　また、各光源（31,32,141,142,241,242,331,332,421～424）は、ＬＥＤ以外の光源であ
ってもよいし、その形状および数は任意に選択可能である。
【０１６６】
　また、各光源（31,32,141,142,241,242,331,332,421～424）が在室者に見えない一方で
空気通路（12,112,212,360）を照らし、かつ各光源（31,32,141,142,241,242,331,332,42
1～424）の光を在室者が視認できるのであれば、各反射板（41,42,151,152,251,252,341,
342）や拡散板（43）は必ずしも設けられていなくてもよい。
【０１６７】
　また、拡散部材は、第１または第２光源（31,32）を覆いかつ第１または第２光源（31,
32）の光を拡散させるものであれば、拡散板（43）以外の任意の形状に形成されていても
よい。
【０１６８】
　また、空気調和装置の室内ユニット（10）は、床置型の室内ユニットであってもよい。
【０１６９】
　以上、実施形態および変形例を説明したが、特許請求の範囲の趣旨および範囲から逸脱
することなく、形態や詳細の多様な変更が可能なことが理解されるであろう。また、以上
の実施形態および変形例は、本開示の対象の機能を損なわない限り、適宜組み合わせたり
、置換したりしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１７０】
　以上説明したように、本開示は、空気通路構造、空気処理装置、および空気処理システ
ムについて有用である。
【符号の説明】
【０１７１】
　10　室内ユニット（空気処理装置）
　11　ケーシング（通路部材）
　12　空気通路
　16　熱交換器
　17　ファン
　18　ドレンパン（通路部材）
　21　第１風向調節羽根（通路部材、風向調節羽根）
　22　第２風向調節羽根（通路部材、風向調節羽根）
　30　光源ユニット
　31　第１光源（光源）
　32　第２光源（光源）
　33　導光板（案内部材）
　41　第１反射板（反射板）
　42　第２反射板（反射板）
　43　拡散板（拡散部材）
　50　制御部
110　空気調和装置（空気処理装置）
111　ケーシング（通路部材、装置本体）
112　空気通路
121　吸込ユニット（通路部材）
131　吹出ユニット（通路部材）
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141　第１光源（光源）
142　第２光源（光源）
151　第１反射板（反射板）
152　第２反射板（反射板）
160　制御部
210　換気装置（空気処理装置）
211　ケーシング（通路部材、装置本体）
212　空気通路
230　吸込ユニット（通路部材）
231　吹出ユニット（通路部材）
241　第１光源（光源）
242　第２光源（光源）
251　第１反射板（反射板）
252　第２反射板（反射板）
260　制御部
310　空気清浄機（空気処理装置）
311　ケーシング（通路部材）
321　プレフィルタ（清浄器）
322　集塵フィルタ（清浄器）
323　消臭フィルタ（清浄器）
331　第１光源（光源）
332　第２光源（光源）
341　第１反射板（反射板）
342　第２反射板（反射板）
350　制御部
360　空気通路
410　室内ユニット（第１の空気処理装置）
421　第１光源（光源）
422　第２光源（光源）
423　第３光源（光源）
424　第４光源（光源）
440　空気清浄機（第２の空気処理装置）
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　室内へ空気を吹き出す空気処理装置（10,110,210,310,410,440）に設けられる空気通路
構造であって、
　空気通路（12,112,212,360）を形成する通路部材（11,18,21,22,111,121,131,211,230,
231,311）と、
　上記空気処理装置（10,110,210,310,410,440）の運転状態に応じて発光する光源（31,3
2,141,142,241,242,331,332,421～424）とを備え、
　上記光源（31,32,141,142,241,242,331,332,421～424）は、上記通路部材（11,18,21,2
2,111,121,131,211,230,231,311）のうち在室者から見えない一方で上記空気通路（12,11
2,212,360）を照らす位置でありかつ上記光源（31,32,141,142,241,242,331,332,421～42
4）が発した光を在室者が視認できる位置に配置されており、
　上記光源（31,32,141,142,241,242,331,332,421～424）を覆いかつ上記光源（31,32,14
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1,142,241,242,331,332,421～424）が発した光を拡散させる拡散部材（43）、または上記
光源（31,32,141,142,241,242,331,332,421～424）が発した光を反射する反射板（41,42,
151,152,251,252,341,342）とをさらに備え、
　室内へ吹き出される空気が流れる空気通路（12,112,212,360）の風下端部は、所定方向
に延びかつ空気が吹き出される吹出口（14a,14b）になっており、
　上記拡散部材（43）または上記反射板（41,42,151,152,251,252,341,342）は、上記所
定方向において上記吹出口（14a,14b）よりも広い範囲にわたって延びている
ことを特徴とする空気通路構造。
【請求項２】
　請求項１において、
　上記通路部材（11,18,21,22,111,121,131,211,230,231,311）は、吹出空気の風向を上
下方向において調節するための風向調節羽根（22）を有し、
　上記拡散部材（43）または上記反射板（41,42,151,152,251,252,341,342）は、上記風
向調節羽根（22）よりも上記空気通路（12,112,212,360）の上流側に配置されている
ことを特徴とする空気通路構造。
【請求項３】
　請求項２において、
　上記通路部材（11,18,21,22,111,121,131,211,230,231,311）は、吹出空気の風向を水
平方向において調節するための風向調節羽根（21）をさらに有し、
　上記拡散部材（43）または上記反射板（41,42,151,152,251,252,341,342）は、両方の
上記風向調節羽根（21,22）よりも上記空気通路（12,112,212,360）の上流側に配置され
ている
ことを特徴とする空気通路構造。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項において、
　上記光源（31,32,141,142,241,242,331,332,421～424）は、室内へ吹き出される空気が
流れる吹出側の空気通路（12,112,212,360）に臨む位置に配置されている
ことを特徴とする空気通路構造。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項において、
　上記光源（31,32,141,142,241,242,331,332,421～424）は、室内から吸い込まれた空気
が流れる吸込側の空気通路（12,112,212,360）に臨む位置に配置されている
ことを特徴とする空気通路構造。
【請求項６】
　請求項１において、
　上記通路部材（11,18,21,22,111,121,131,211,230,231,311）は、吹出空気の風向を調
節するための風向調節羽根（21,22）を有し、
　上記反射板（41,42,151,152,251,252,341,342）は、上記風向調節羽根（21,22）に設け
られている
ことを特徴とする空気通路構造。
【請求項７】
　請求項１～５のいずれか１項において、
　上記通路部材（11,18,21,22,111,121,131,211,230,231,311）は、吹出空気の風向を調
節するための風向調節羽根（21,22）を有し、
　上記光源（31,32,141,142,241,242,331,332,421～424）は、上記風向調節羽根（21,22
）の風上側端部に設けられている
ことを特徴とする空気通路構造。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１項に記載の空気通路構造を備えた空気処理装置。
【請求項９】
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　請求項２，３，６または７に記載の空気通路構造と、
　上記風向調節羽根（21,22）をスイング動作させる制御部（50,160,260,350）とを備え
る
ことを特徴とする空気処理装置。
【請求項１０】
　請求項８または９において、
　上記空気通路（12,112,212,360）を流れる空気を熱媒体と熱交換させる熱交換器（16）
を備え、
　上記熱交換器（16）において温度を調節された空気を室内へ吹き出すように構成されて
いる
ことを特徴とする空気処理装置。
【請求項１１】
　請求項８または９において、
　上記空気通路（12,112,212,360）を流れる空気を浄化する浄化器（321～323）を備え、
　上記浄化器（321～323）において浄化された空気を室内へ吹き出すように構成されてい
る
ことを特徴とする空気処理装置。
【請求項１２】
　請求項１～７のいずれか１項に記載の空気通路構造と、上記空気通路（12,112,212,360
）を流れる空気を熱媒体と熱交換させる熱交換器（16）とを有し、上記熱交換器（16）に
おいて温度を調節された空気を室内へ吹き出す第１の空気処理装置（10,110,210,310,410
,440）と、
　請求項１～７のいずれか１項に記載の空気通路構造と、上記空気通路（12,112,212,360
）を流れる空気を浄化する浄化器（321～323）とを有し、上記浄化器（321～323）におい
て浄化された空気を室内へ吹き出す第２の空気処理装置（10,110,210,310,410,440）と、
　上記第１の空気処理装置（10,110,210,310,410,440）が備える上記光源（31,32,141,14
2,241,242,331,332,421～424）の光の色相と、上記第２の空気処理装置（10,110,210,310
,410,440）が備える上記光源（31,32,141,142,241,242,331,332,421～424）の光の色相と
が互いに同じになるように双方の上記光源（31,32,141,142,241,242,331,332,421～424）
を制御する制御部（50,160,260,350）とを備える
ことを特徴とする空気処理システム。
【請求項１３】
　空気を処理する装置本体（111,211）と、
　室内空気を吸い込んで上記装置本体（111,211）に送るための吸込ユニット（121,230）
と、
　上記装置本体（111,211）から送られた供給空気を室内に吹き出すための吹出ユニット
（131,231）とを備え、
　上記吸込ユニット（121,230）および上記吹出ユニット（131,231）の少なくとも一方は
、請求項１～７のいずれか１項に記載の空気通路構造を備える
ことを特徴とする空気処理装置。
【請求項１４】
　請求項１３において、
　上記装置本体（111,211）は、上記吸込ユニット（121,230）から送られた室内空気を室
外へ排出し、かつ室外から吸い込んだ室外空気を上記吹出ユニット（131,231）へ送るよ
うに構成されている
ことを特徴とする空気処理装置。
【請求項１５】
　請求項８または９において、
　上記空気通路（12,112,212,360）における空気流れを発生させるファン（17）を備え、
　上記光源（31,32,141,142,241,242,331,332,421～424）は、上記通路部材（11,18,21,2
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2,111,121,131,211,230,231,311）のうち上記ファン（17）と対向する位置に設けられ、
　上記光源（31,32,141,142,241,242,331,332,421～424）の光が、少なくとも上記ファン
（17）に反射されて在室者に視認されるように構成される
ことを特徴とする空気処理装置。
【請求項１６】
　請求項１５において、
　上記ファン（17）の表面の少なくとも一部は、光を受けて防かび・除菌効果を発揮する
光触媒が設けられる
ことを特徴とする空気処理装置。
【請求項１７】
　請求項８または９において、
　上記光源（31,32,141,142,241,242,331,332,421～424）と、該光源（31,32,141,142,24
1,242,331,332,421～424）に一体化されて上記光源（31,32,141,142,241,242,331,332,42
1～424）の光を案内する案内部材（33）とを有する光源ユニット（30）を備え、
　上記光源ユニット（30）は、上記通路部材（11,18,21,22,111,121,131,211,230,231,31
1）に取り付けられる
ことを特徴とする空気処理装置。
【請求項１８】
　請求項１７において、
　上記光源ユニット（30）は、上記通路部材（11,18,21,22,111,121,131,211,230,231,31
1）の壁面に沿った形状になっている
ことを特徴とする空気処理装置。
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